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平成１９年第３回まんのう町議会定例会会議録（第１号） 

平成１９年９月１４日    開 議  午前９時３０分

日程第１

副議長

町長

副議長

議会運営

委員長

おはようございます。山西毅議長より欠席の届出がありましたのでご報告いたします。

ただ今の出席議員は２０名であります。定足数に達しておりますので、これより平成１９年第３回まんのう町議会定例会を開会

いたします。

招集者であります町長のごあいさつをお願いいたします。町長 栗田隆義君

皆さん、おはようございます。本日、まんのう町第３回定例議会をお願い申しあげましたところ、議員各位に皆様方におかれま

しては、ご出席を賜りましてありがとうございます。よく暑さ寒さも彼岸までといわれますが、朝夕はめっきり秋の感じがいたし

ておりますが、まだまだ日中は残暑が厳しい日が続いておりますので体調には十分注意されくれぐれも、ご自愛を願いたいと思い

ます。まあ秋は、運動会、敬老会、お祭り等行事も多数ありますのでどうかよろしくお願いいたします。本日お願いを申し上げて

おります平成１８年度会計の決算認定及び議案８件、慎重審議のうえ、ご決定賜りますようお願いを申し上げまして開会のごあい

さつとさせていただきます。

 本日の議事日程等について、議会運営委員会の報告を願います。議会運営委員長 川原茂行君

 議会運営委員会のご報告を申し上げます。

 ８月２３日午前１１時４０分より第１委員会室におきまして町長、副町長、総務課長、副議長同席のもとに議会運営委員会の委

員全員が出席いたしまして、一般会計の決算認定の審議方法について審議した結果、予算審議と同様で総務常任委員会に付託し、

他の常任委員会関係部分は他の常任委員会で審査し、総務常任委員会に報告後、最終的に総務常任委員会で審査することと決定い

たしました。

 また、９月１１日午前１０時３０分より第１委員会室におきまして町長、副町長、総務課長、副議長同席のもとに議会運営委員

会の委員全員が出席いたしまして、９月定例会運営について慎重に審議しました。その結果をご報告いたします。それではお手元

に配布されております議事日程第１号についてご説明を申し上げます。

日程第１ 議会運営委員会報告         議会運営委員長
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議会運営

委員長

日程第２ 会議録署名議員の指名

日程第３ 会期の決定             本日９月１４日より９月２７日の１４日間といたします。

日程第４ 議会報告

日程第５ 町政報告

日程第６ 所管事務調査の委員長報告      総務常任委員長         

日程第７ 所管事務調査の委員長報告      教育民生常任委員長

日程第８ 所管事務調査の委員長報告      建設経済常任委員長

日程第９ 水資源対策特別委員会の委員長報告  水資源対策特別委員長

日程第 10 認定第１号 平成１８年度まんのう町一般会計歳入歳出決算認定について  総務常任委員会に付託

日程第 11 認定第２号 平成１８年度まんのう町国民健康保険特別会計歳入歳出決算  

      認定について                       教育民生常任委員会に付託

日程第 12 認定第３号 平成１８年度まんのう町老人保健特別会計歳入歳出決算認定  

      について                         教育民生常任委員会に付託

日程第 13 認定第４号 平成１８年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算認定  
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議会運営

委員長

              について                         教育民生常任委員会に付託

日程第 14 認定第５号 平成１８年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算認定に

      ついて                          教育民生常任委員会に付託

日程第 15 認定第６号 平成１８年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

      について                         建設経済常任委員会に付託

日程第 16 認定第７号 平成１８年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算認定に

      ついて                          建設経済常任委員会に付託

日程第 17 認定第８号 平成１８年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算

      認定について                       建設経済常任委員会に付託

日程第 18 認定第９号 平成１８年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出

      決算認定について                     建設経済常任委員会に付託

日程第 19 認定第 10号 平成１８年度まんのう町水道事業会計決算認定について   建設経済常任委員会に付託

     認定第１号から認定第１０号までの１０案件は関連がありますので一括議題とさせていただきます。

日程第 20 議案第１号 まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正

      について                         総務常任委員会に付託

日程第 21 議案第２号 字の区域の変更について 建設経済常任委員会に付託
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議会運営

委員長

副議長

日程第 22 議案第３号 字の区域の変更について 建設経済常任委員会に付託

     議案第２号、議案第３号は関連がありますので一括議題とさせていただきます。

日程第 23 議案第４号 まんのう町道路線認定について               建設経済常任委員会に付託

日程第 24 議案第５号 まんのう町道路線変更について                建設経済常任委員会に付託

日程第 25 議案第６号 まんのう町道路線廃止について                建設経済常任委員会に付託

     議案第４号から議案第６号までの３議案は関連がありますので一括議題とさせていただきます。

日程第 26 議案第７号 平成１９年度まんのう町一般会計補正予算（案）        総務常任委員会に付託

日程第 27 議案第８号 平成１９年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）  教育民生常任委員会に付託

日程第 28 意見書第 1号 公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関す  建設経済常任委員会に付託
      る意見書（案）

 一般質問は、９月１８日の本会議にて行います。以上の日程で意見の一致を見、午前１１時３０分委員会を閉会いたしました。

以上で議会運営委員会の報告を終わります。

 議会運営委員長の報告を終わります。議会運営委員長の報告に対する質疑はありませんか。

 （なし）

 質疑なしと認めます。

 これをもって質疑を終了いたします。
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日程第２

日程第３

日程第４

日程第５

副議長

議会事務局長

副議長

 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により議長において、

   １８番 川原 茂行君

   １９番 加地  禎君

 を指名いたします。

 日程第３ 会期決定の件を議題といたします。

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から９月２７日までの１４日間といたしたいと思います。これにご異議ありません

か。

 （なし）

 異議なしと認めます。

 よって会期は１４日間と決しました。

 日程第４ 議会報告を行います。事務局長 久留嶋一之君

それでは、議会報告を申し上げます。 

初めに組合議会関係について、平成１９年７月１３日 平成１９年第１回香川県後期高齢者医療広域連合議会 臨時会が開催さ

れ、議長、副議長の選挙が行われております。平成１９年７月３０日 平成１９年第２回財田川防災組合議会定例会が開催され、

監査委員の選任、平成１８年度財田川防災組合一般会計歳入歳出決算認定について審議されております。平成１９年８月２２日

平成１９年第 1回仲多度南部消防組合議会臨時会が開催され、議長選挙、議会選出者監査委員の選任が行われております。平成１
９年８月２８日 平成１９年中讃広域行政事務組合議会８月定例会が開催され、認定第 1号 平成１８年度中讃広域行政事務組合
一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定について、他５件の審議がされております。平成１９年８月３０日 香川県中部広域競

艇事業組合議会８月定例会が開催され、認定第１号 平成１８年度香川県中部広域競艇事業組合一般会計歳入歳出決算認定につい

ての審議、監査委員の選任が行われております。次に監査関係でございますが、まんのう町監査委員より平成１９年５月分から７

月分の一般会計収支、各特別会計収支及び水道事業会計収支の出納検査、平成１８年度分一般会計、各特別会計及び水道事業会計

の定期監査の報告がまいっております。お手元に配布のとおりいずれも適正であるとの報告であります。以上で議会報告を終わり

ます。

 日程第５ 町政報告を行います。町長 栗田隆義君
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町長 それでは、第２回定例議会以降の町政の一端をご報告申し上げます。

まず、今年度、上半期の異常気象によりまして、満濃池の貯水量が著しく低下したことや、当分の間降雨が期待できない状況が

予想されたことによりまして、５月２９日に渇水対策本部を設置し、節水の呼び掛け、新たな水源確保対策、学校でのプール使用

休止、干害応急対策事業、井戸水の水質検査などを行ってまいりましたが、７月１４日の台風４号の降雨によりまして７月２３日

に渇水対策本部を解散いたしました。その間、水道の給水制限を実施することなくすみましたことは安堵いたしておりますが、児

童生徒の皆さん方には、その間、プールが利用できなかったことは、非常に気の毒でありました。しかしながら夏休み中は大いに

利用されたものと思っております。また、干害応急対策事業では５件の申請、井戸水の水質検査は７５件の検査を行っております。

今後とも、水道水の安定供給のために調査研究を進めてまいります。

次に、防災関係では、８月５日に新道、大橋、生稲、本村自治会での防災、防犯マップづくりを各自治会の小学生からお年寄り

までの参加により行い、地元での安全確認のマップづくりを行いました。８月１９日には、生稲自治会により防災訓練を、９月２

日には旧仲南町全域での防災訓練を行いました。今後も順次訓練を予定しており、地域の実情に沿った防災訓練を行ってまいりた

いと考えております。

次に、情報基盤整備事業では、臨時議会でお願いし工事請負契約の承認をいただき工事を進めております。情報基盤整備事業光

伝送路整備工事は条件付き一般競争入札で株式会社四電工香川支店に、センター設備整備工事は条件付き一般競争入札で三菱電機

株式会社四国支社と、それぞれ契約を締結し、また、プロポーザルにより、中讃ケーブルビジョン株式会社にサービスの提供と維

持を行っていただく決定を行っております。現在、各地区において説明会を行っており、有効利用を図ってまいります。

次に、８月１２日成人式が行われました。昨年は、仲南、琴南地区の新成人の方々にとりましては、初めての真夏の成人式とい

うことで、戸惑いもあったようでございますが、本年は新成人が実行委員会として取組んでおられます。この実行委員会にも全町

あげての新成人の方の参加をいただきまして、実行委員会によりまして挙行されましたことは、大いに意義深いものがあり、まん

のう町の真夏の成人式が定着しておるように感じております。 

次に、各種イベント関係では、７月１５日のひまわり祭りは、台風の影響によりやむなく中止いたしましたが、その前後におき

ましても、多くの来訪者がありました。また、８月４日・５日、まんのうフェスティバル、８月１３日、ことなみサマーフェスタ、

などが行なわれ町内外から多くの来場者を迎え盛大に行なわれました。また、８月１９日仲南地区バレーボール大会が１２３チー

ムの参加により行なわれました。秋以降にも文化祭など多くの行事を行い町内外の来場者を呼びかけてまいりたいと考えておりま

す。 
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町長 次に、工事発注状況でありますが、国庫補助事業関係の総合公園関連工事、道路改良工事、林道開設工事、学校改修工事など工

事の発注を終えております、また、県補助事業の土地改良事業や、今補正予算でお願い申しあげております道路改良工事等につき

まして順次発注を行ってまいります。 

次に、健康づくり関係では、人間ドック、乳幼児検診、ガン検診、など各種検診事業や、各地区においての健康教室を開催して

おり、早期発見や健康教室などを通じて町民皆様の健康づくりに寄与してまいります。 

次に、中学生の海外派遣につきましては、満濃、琴南中学生２０名、引率４名により８月１６日出発、２１日帰着によりシンガ

ポールなどで交流を深めてまいりました、生徒たちの今後に大いに役立つものと確信をいたしております。

次に、町有財産の有効利用についてでありますが、未利用地や、学校跡地利用、施設有効利用など、について検討いたしており

ますが、その内で、琴南支所に琴南郵便局を支所内での業務を行う計画で郵政公社と協議を行っております。また、国道３２号バ

イパス横の町有地を情報基盤整備事業での拠点として、中讃ケーブルビジョン株式会社に賃貸契約を締結すべく協議をいたしてお

ります。学校跡地利用につきましては、地区の自治会長さんなどと協議を行っておりますが、町としてホームページに掲載し、企

業誘致等を行っていきたいと考えております。それ以外の未利用地も利用計画のたたない物権は、順次払下げを行うように考えて

おります。

次に、中讃圏域健康生きがい中核施設整備について申し上げます。

中讃圏域健康生きがい中核施設につきましては、既存のかりん温泉施設に併設して文化教室、トレーニング等の機能を持たせた

中核的箱物施設を建設する方向で、平成１８年１１月から今年５月までの間に４回、中讃圏域健康生きがい中核施設機能検討委員

会を開催し、施設の機能面の検討を行ってまいりました。その検討内容を踏まえて全町戸数を対象にアンケート調査を実施をいた

しました。結果、対象者６，８８０人中、３，９１１人、回収率にいたしますと５６．８％の回答をいただきました。その内、１，

０００人近くの方から自由意見が寄せられました。町民アンケート調査結果、まちづくり委員会の提言、これまでの町議会議員さ

んとの議論、県長寿対策課との協議等を踏まえ、これからのまんのう町の健康づくりは、どうあるべきかを総合的に判断した結果、

かりん温泉施設に併設しての中讃圏域健康生きがい中核施設整備計画案を白紙に戻し、抜本的見直し案の一つとして来年度からは

じまる特定健診、保健指導事業をも見据えた介護予防、健康づくりに役立つソフト面を重視した、イーウエルネスシステム事業を

健康生きがい中核施設事業として県の支援を受けて、行うことが可能かどうかを県と協議を重ねてまいりました。イーウエルネス

システムとは、全国でも実践例のあるつくば大学発ベンチャー企業が構築したもので、すでに２９の自治体で実施し、各地で大き

な成果をあげております。私もつくば大学の久野先生にお会いをしてお話を聞かせていただきました。このイーウエルネスシステ
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日程第６

町長

副議長

総務常任

委員長

ムの利点は、科学的根拠に基づき、反復、継続的プログラムによる個別指導が行えること。高い継続性が見込めること。人的省力

化が可能であること。医療費、介護予防の抑制、削減効果が見込めること。とのことでございます。このイーウエルネスシステム

を導入し、中讃圏域内すべての市町が事業参加し、事業の中核となるシステムの整備につきましては、中讃広域行政事務組合が事

業主体となり、イメージ的には中讃広域圏内で２０箇所程度の施設整備及び事業を行い、トレーニングを行う各施設につきまして

は基本的に現在ある施設を改修、有効活用する案であります。県の見解といたしまして、先行５施設に比べるとソフト事業が中心

となるが、既存施設の改修利用は新規の箱物づくりよりも県民の理解が得やすいことや、健康づくりは、健康生きがい中核づくり

の大きな目的の一つであることなどから、このイーウエルネスシステム導入の事業を中讃圏域健康生きがい中核施設事業の一つの

選択肢として、受入れる方向で整備を進めて行きたいと考えているとの返事をいただき、中讃広域圏内の各市町長とも協議をし、

現在、中讃広域行政で検討を行っておるところであります。ここにきて、大きな方向転換をすることになりますが、今のまんのう

町のおかれた状況では最善の方法であると考えております。議員各位のご理解とご協力をお願いを申し上げます。 

次に平成１８年度、会計の決算認定をお願い申し上げておりますが、一般会計では繰越額から、２億円を財政調整基金に積みた

てることといたしました。その結果、減債基金とあわせて約１７億５千万円となります。以上、簡単ではありますが、６月定例会

以降の町政の一端をご報告申しあげました。なお、町政報告につきましては、お手元に、ご配布申しあげておりますので、お目通

しをお願い申しあげます。 

 以上をもって町政報告を終わります。

 日程第６ 所管事務調査の委員長報告の件を議題といたします。

総務常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。総務常任委員長 三好勝利君

総務常任委員会の委員長報告を行います。 

去る８月３０日午前９時３０分より、第１委員会室におきまして委員７名、副議長同席のもと執行部より、町長、副町長、総務

課長、企画政策課長、商工観光課長、税務課長、会計管理者、琴南支所長、仲南支所長出席により総務常任委員会を開催いたしま

した。議題につきましては、所管事務調査について、その他であります。 

栗田町長挨拶の後、所管事務調査にはいり、総務課長より、条例改正等９月定例会の提出案件の説明、また８月５日四條地区に

おいて防犯防災マップづくり、８月１９日四條地区生稲自治会において地震想定避難訓練を行い、９月２日には、仲南地区で地震

想定の住民避難、消防訓練を実施する。また、琴南郵便局の琴南支所内への移転協議中であるなど報告がありました。 

委員から、郵便局の移転について民営化になるがスムーズに行えるのかとの質問があり、執行部より問題はない、とのことであ
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総務常任

委員会

りました。 

 次に企画政策課長より、交通網策定に係るタクシー事業者打合せ会、旧琴南東小学校廃校舎利活用懇談会、まちづくり委員会、

情報基盤整備事業地元説明会の開催、中学生海外派遣、情報基盤整備に伴い中讃ケーブルビジョンから、まんのう町にサービスス

テーションを設置したいということで、四條福家地区の南部消防訓練場跡地で協議しているなど報告がありました。 

委員より、国際交流協会の会費、会員数、交流先などについて、情報基盤整備に伴う住民の負担について、デマンドタクシーの

経過について質問があり、執行部より、国際交流協会については、現在の会員数 １，６１３名、会費８０６，６３４円となって

おり、理事１９名である。中学生海外派遣は、教育委員会から委託を受け、英語圏であるシンガポールへ中学生２０名、引率者と

して中学校から２名、交流協会から１名、教育委員会から１名の計４名が参加した。１１月には、一般の方から募集し、シンガポ

ール、マレーシアなどへ充実した内容での海外視察を計画している。中国との友好については経費負担の面がある。 

また、情報基盤整備のテレビ受信については、多チャンネルを見るなら負担が必要であるが、２台目、３台目が地上波７波のみ

なら、分岐工事費を支払えば、無料で視聴できる。デマンドタクシーについては、タクシー会社より見積もりを取ったが高額であ

ったため、再度協議をしているので今後詰めていきたい、とのことでありました。 

次に商工観光課長より、まんのう町商品券の発行開始、まんのうフェスティバル来場者１１，０００人であったなど報告があり、

委員より、かりんワインは、好評であり製造願いたいとの意見があり、執行部より、かりんワインは作っていく、とのことであり

ました。 

次に税務課長より、国保、介護の納税通知書を７月に発送、また各税の調定額の報告があり、個人町民税７憶２，０２０万円で

前年度に比べ１憶８，２６０万円の増となったが、当初見込みより人数の減等により４，１６５万円の歳入予算の減額となる。固

定資産、軽自動車、介護については昨年度より調定額が増となったが、国保については減となったとの報告があり、委員から町民

税人数減の理由について質問があり、執行部より退職によるものだと思う、とのことでありました。 

次に琴南支所長より、琴南地区ふれあいスポーツ大会、サマーフェスタ２００７などの開催報告。また交流バス事業について利

用が増えており、運転手賃金として６０万円の補正をお願いしたい、とのことでありました。 

次に仲南支所長より、バレーボール大会の開催など報告があり、バスの利用が多く運転手賃金として１１６万円の補正と、二宮

飛行館の予算組み替えについてお願いしたい、とのことでありました。 

また、委員より議員研修について意見があり、総務委員会としては、議会全員で行うことでまとまり、午前１１時１０分委員会

を閉会しました。以上で総務常任委員会の委員長報告を終わります。 
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副議長

谷森議員

副議長

総務常任

委員長

副議長

大西豊議員

副議長

総務常任

委員長

 これをもって総務常任委員会の所管事務調査に関する委員長報告を終わります。ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

 ２１番 谷森君

 ただ今の委員長報告の中でいわゆる、中学生と一般の方が海外へ研修をされたわけですが、この分の報告いうのは例えば広報と

か、そういうかたちと行っているかと思いますが、総務委員長にその確認をお願いしたいと思います。

 １６番 三好勝利君

 谷森議員さんの質問に答えますが、少し質問内容が勘違いされておられるのでないかと思います。まず、その点から中学生と一

般町民ということでなくして、シンガポールへは中学生２０名、引率者として中学校から２名、交流協会から１名、教育委員会か

ら１名の４名が参加して研修を行ったということでありますので、一般町民サイドといえばサイドと思いますけど、これは一般の

不特定多数の方から協力いただいたんじゃなくして、学校の先生とか、交流協会とか、教育委員会からというメンバーの中から引

率して研修に行ってきた。あと、細部にわたっては、おそらく町の広報でまた連絡があると思いますのでよろしくお願いします。

以上です。

 質疑ありませんか。

 １７番 大西豊君

 さき程、委員長報告の中で仲南、琴南支所から、補正をお願いしたいということで報告がありました。その中で総務委員長の方

からバスの利用、ちょっと聞きまちごとったら訂正させてもらいます。バスの利用が多かったとかという発言がありましたが、具

体的に補正の内容について、いろいろ議会のルールがあると思いますが、今はじめて補正ということがでましたので、具体的な特

に公共交通機関につきましては、いままでいろいろ仲南地区にお聞きしとりますが、巡回バスは通っているけど誰も乗っていない

ということを申しておりましたが、そういうバスの問題かそれ以外にイベントがあって多かったものか、それと琴南地区のついて

も、ただ漠然と報告がありましたが具体的な報告があったんであれば、報告とどのような審議をされたか詳しくお願いいたします。

 １６番 三好勝利君

 １７番 大西議員の質問に答えます。

17番大西議員の質問に答えます。漠然とじゃなくして、だいたい普通議員なら町内の情勢ぐらいは、常に把握しておられると思
いますので、一点で申し上げますと、やはりバスの利用状況が当初よりか少し多くなったと、で、多少運転手の補助金が足らない。

もし、これを完全に受益者負担で全部割り込むのであればいけるんですけれど、そういう場合もいけません。中学生の突発的な利
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総務常任

委員長

副議長

大西豊議員

副議長

総務常任

委員長

副議長

用とか、一般の方でも予定外の利用が増えたとか、いうことでありますので、それからまた、仲南の方のバスが空っぽだという意

見もありましたけれども、実際確認されたのかどうか、乗っておるときは乗っておるし、乗っていないときは乗っていない。これ

もやはり、何人かの方が必要でまあ、何とかしてくれというので、次の新しい交通策定ができるまでということで今がんばってや

っておりますので、我々といたしましても、やはり各支所長がしっかりしておりますので、いうなれば各支所の町長みたいなもの

ですから。その報告に対してまあ、あんまり細部に対して何がなんぼで、なんキロ走って、何日に誰が乗って、運転した。そうい

うことはやっぱり自己責任ということで所長にまかしておりますので、あまり細部について、どこ行って、誰がどういうふうにい

ったかということの報告は受けておりません。やはりその中で細部にわたっては、各支所長が裁量の中でやっておるわけですので

まあ、十分ご理解いただきたいと思います。以上です。

 質疑ありませんか。

17番 大西豊君
あの、議長ちゃんと聞いといて下さい。琴南、仲南ということと、それと私は委員長の私見を聞いておりません。わからないか

ら、聞いておりますのであまり、個人の感情をださなくしてやはり執行者から報告があったんであれば、そういう中でおそらく補

正がこんだけあったんやったら、例えば臨時にスポーツ大会があったからこれだけ余分にいったとか、あの、おそらく巡回バスに

ついては当初年度予算で計画を立てとんで、変わらないと思いますけど、私が質問しとることは、補正をしたということはなんか

の臨時の運行費用がいったんだという推測のもとに個人意見は聞いておりません。執行者の報告と委員会の報告をお願いしとりま

すので、それと琴南町については報告がありませんので、議長はちゃんと聞いていただいて、ありませんかというのではなくして、

もし執行者が答弁がなければ反対に指名をして報告していただくようにお願いいたします。

 はい、わかりました。

 三好勝利君

 再度、大西議員の質問に答えます。細部については報告は受けておりません。ただ、私が申しましたようにやはり各地区の支所

長とおって、その１から１０まで、今、中央で馬鹿みたいな論議がされて 1 円の領収書をとるか、10 円の領収書をとるかという
ような、まあ一般から見て疑われるような反応じゃなくして、やはりそこは信頼関係であって無駄遣いは絶対していない。ただし、

こういう予算が足らないということは、地域のふれあいが活動が盛んになっておると私は思っておりますので、そういうことで細

部は聞いておりません。また、細部がいるならば今は資料をもっておりませんので後日また報告さしていただきます。以上です。

 この件に関しましては、また資料の提出をさしていただきますのでよろしくお願いします。あの、一応この件、詳細な報告はあ
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副議長

大西豊君

副議長
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副議長

加地議員

副町長

教育民生

常任委員長

りませんでしたが、また、一応の経過報告でございますのでこの点で留めさせていただいといたらと思います。

 他に質疑ございませんか。

 （なし）

17番 大西君
 この前の議員の研修会でも、県の課長が来て議員が答弁できない場合は執行部がすべきという発言もありました。私は、あの、

できないことを日常の行政事務についてお伺いしよんで、その聞いておることに対する、やっぱり議会というものは対等に発言す

る場所でありますので、わからないとこは資料で結構ですけど委員長報告した内容についてぐらいは、委員長が報告できない場合

は執行者があの、報告すべしというこの前の議員研修がありましたので、それはあの、わかる範囲でお願いをいたしたいと思いま

す。

3番 本屋敷君
 話の間をわるんですが、今の議事は議案第 7号にかかわることですので、また後ほどですねえ、議案第 7号にて議事をお願いし
たいと思います。

 この件に関しましては、委員長から経過と結果に対するものであり詳細は説明しなかったとの報告でありました。

19番 加地君
 これは委員長報告ですからなあ、そういう込み入ったことはそれそれまた常任委員会がありますので、そこで十分審議していた

だいて、今の委員長報告に対する質問であればそういうこと委員長が報告する。だけど、その総務委員会で委員長がその時の委員

会の内容説明報告をしておるんだから、込み入ったことは各常任委員会でやっていただくように。一つ議会進行していただきます。

 他に質疑ございませんか。

 （なし）

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

 日程第７ 所管事務調査の委員長報告の件を議題といたします。

教育民生常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。教育民生常任委員長 藤田昌大君

教育民生常任委員会の委員長報告を行います。 

教育民生常任委員会については、９月３日午前９時３０分より、第１委員会室において開催いたしました。執行部より、町長、

副町長、教育長及び担当課長であります住民課、環境保全課、福祉保険課、社会教育課長、琴南支所長、教育次長、総務課長、健
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教育民生

常任委員長

康増進課長でありました。議会側より病気療養中の山西議長、久元議員が欠席し委員 5名の参加と末武副議長の出席で開催したと

ころであります。議題については、所管事務調査及びその他であります。町長あいさつののち、各課の報告を受け質疑を行いまし

たのでその報告を行います。 

 まず、琴南支所長より 18 年度診療所歯科の会計報告を受け、全体的には改善されているとの報告を受けました。レントゲン購
入については、議案でありましたとおり 9月 4日搬入予定で 20日過ぎに使用可能との報告を受けました。委員より改善の理由を
ただしたところ、口腔ケア等、出張の診療がですねえ、効果を発揮しているということでありました。

 次に加見教育次長より学校教育について報告を受けました。各種日程と仲南小学校耐震工事の現状の報告を受けました。委員よ

り今夏のプールの使用状況について、学力検査等の取扱について等の質疑があり回答を得たところであります。

 次に平井教育課長より 6月議会以降の日程と、文化祭そしてまた海外派遣事業等の報告を受けました。委員よりそれぞれの文化
祭等のあり方、そしてまた海外派遣等の内容等について質疑があり回答を得たところであります。

 次に住民課長より人口の現状、そしてまた時間外窓口の現状等の報告を受け、委員より住民対応の具体的な部分、電話対応等の

質疑を行い回答を得たところであります。

 次に宮下環境保全課長より、それぞれの日程と飲料水水質検査、パッカー車の購入等の報告を受け、質疑をしたところでありま

す。飲料水については 9月補正で、飲料水の水質検査については 9月補正の中で組み込んでいるということでありますし、パッカ
ー車の購入については、しばらくかかったけれども住民より問合せがあったことについて、それらに回答、指摘などがあったこと

で 2ヶ月ぐらいかかって、購入可能だという回答を受けたところであります。
 福祉保険課長より財政再建により、県より福祉医療等の見直しについて自己負担等のですねえ、提案がなされている。そしてま

た、民生委員会が 12月改選のため今、選考中であるとの報告を受けました。そして国保ヘルスアップ事業等の報告がありました。
委員より個人負担の、医療費の個人負担等の増額、民生委員のあり方について質疑を行いそれぞれ回答を得たところであります。

 健康増進課長より日程の報告を受け、それぞれの教室の現状の報告がありました。委員より国保ヘルスアップ事業そしてまた、

中核生きがい施設の現状について質疑がありましたけれども、中核生きがい施設については、今町長が町政報告でやったとおり、

ちょうどこの時期にですね、県と各市町への説明に行っているということでですね、ここでは回答は得られませんでしたけれども、

方向性はそこで報告受けたところであります。

 次に総務課長より 9月定例議会の予定、議案の予定、情報基盤整備の部分等の報告を受け、質疑を行い回答を得たところであり
ます。最後に議員研修でありますけれども、教育民生常任委員会については、ぜひ専門的な研修がしたいいうことで全員協議会で
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日程第８

教育民生

常任委員長

副議長

建設経済

常任委員長

もいいましたけれども、教育民生常任委員会については議員研修は委員会研修が望ましいだろうということで決定は受けました。

ただし、その中で意見がありました研修の中でですね、懇親も含まれている分についてはそういう考えは一切やめていただきたい

という意見がありましたので、あえてここでいっておきたいと思います。決定については、今年度については予算化されてないの

で全員で行くのについては従いますけれども、来年度については委員会研修を充実していただきたいという結果をまとめましたの

で報告しておきます。以上であります。

 これをもって教育民生常任委員会の所管事務調査に関する委員長報告を終わります。ただ今の委員長報告に対する質疑に入りま

す。質疑はありませんか。

 （なし）

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

 日程第８ 所管事務調査の委員長報告の件を議題といたします。

建設経済常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。建設経済常任委員長 高尾幸男君

建設経済常任委員会の委員長報告を行います。 

去る９月１０日午前９時３０分より、第１委員会室におきまして委員７名、執行部より、町長、総務課長、農林課長、建設課長、

土地改良課長、水道課長、環境保全課長、出席により建設経済常任委員会を開催いたしました。 

議題につきましては、所管事務調査について、その他であります。栗田町長挨拶の後、所管事務調査にはいり、 

農林課長より農業委員会関係として農業委員会定例会の開催状況、品目横断的経営安定対策での平成１９年産水稲の加入手続き

が終わり、２年目を迎える麦の加入手続きについて、特定組合の面積拡大を図っており、認定農業者の育成にも努めているとのこ

とでした。 

農業関係として平成１９年産水稲の生産調整では、水稲の作付け状況、また、中山間地域直接支払交付金事業、有害鳥獣被害対

策事業などの報告がありました。 

林業関係として、町有林管理事業、単県造林事業の報告と、１０月２７日、２８日に「四国の森づくりｉｎかがわ＆森の文化祭」

が、町民文化ホール、満濃池森林公園で行われる。また１１月１８日には、「ふれあいの森記念植樹式」が、かりん会館南側で行

われる、とのことでした。 

畜産関係では、第３９回香川県乳質改善共励会で佐文、白川政幸氏が４年連続の好成績で最優秀賞を受賞された報告がありまし

た。 
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建設経済

常任委員長

地籍調査については、吉野地区の一筆地調査を９月１９日から実施することなど報告がありました。 

委員より、品目横断的経営安定対策について、認定農業者の規模拡大による経営状況、特定農業団体の法人化に向けた指導、行

政・ＪＡなど連携が必要であるなど意見が出されました。執行部より、面積拡大、農業簿記など認定農業者への支援、また県・Ｊ

Ａなどと連携を密にして特定農業団体の法人化を進めていくとのことでした。 

次に建設課長より、工事関係について報告があり、林務関係では、塩入三野線開設・改良工事、追上地区治山工事の発注など、

また土木関係では、江畑災害防除工事の竣工、帆山本目線・大向高屋原線改良工事の発注、大口新目線改良工事は、ほぼ完了。急

傾斜地崩壊防止対策事業として大口宮西地区の発注など、また都市計画関係として、総合公園の１、２工区の発注などの報告があ

りました。 

委員から、総合公園野球場の使用について、県道丸亀三好線について質問があり、執行部より、今年４月より、アスレチック広

場、野球場、駐車場、ゲートボール場については、一部開園している。また、野球場の使用については、一団体のホームグランド

でなく、少年野球全体の練習や公式試合で使用している。また、県道丸亀三好線については、バイパスであるため全線の計画で進

める必要があり、現在権利者と物件調査等について協議中である、とのことでありました。 

次に土地改良課長より、工事進捗率の報告があり、単県一般で３０地区あり１５.６％であり早期分が完了している。また干害

応急事業では、５地区完了との報告がありました。また、町事業主体の単県農道改修工事として、満濃中所地区、薬師堂地区を発

注した。また県営事業として、中山間総合整備事業、緊急農道整備事業、河川工作物応急対策事業、ため池等整備事業の報告があ

りました。 

委員から、ほ場整備事業による一圃地の面積はいくらか、また大きい圃場にし、コストを下げなげれば将来の農業が成り立たな

いのではないか、河川工事のコンクリート底打ちについて、ため池台帳修正について、土器川のボーリング調査と床止め工につい

てなど、質問意見があり、執行部より、県営事業のほ場整備一区画面積は３０ａ程度である、河川工事については水量確保のため

の底打ちと、環境面で底打ちをしない工法があるが地元との協議により自然に配慮した工法を考えなければならない。ため池台帳

修正については、現在事業としては考えていないが、県とも相談して検討していきたい。土器川ボーリング調査については、土器

川の中期計画のため、国において実施しており、河床整備についても調査後において相談もあると思う、とのことでした。 

次に水道課長より、渇水対策の経過について報告があり、７月５日補正予算を可決いただいたが、降雨等により状況がよくなり

緊急を要しなくなくなったため、設計業務委託料、材料購入費については執行したが、他については保留している。また、７月２

０日県へ金倉川取水についての「水利用対策協議会」の設立の要望をした。８月２１日には、野口浄水場の貯水率低下により木こ
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日程第９

建設経済

常任委員長

副議長

水資源対策

特別委員長

く池から取水している。工事関係については前の川地区工事の発注、設計業務委託などの説明がありました。 

委員から、前の川工事の枝管材質について、水利用対策協議会の要望活動について情報を公開してもらいたいなど質問意見があ

り、執行部より、前の川枝管材質は塩ビパイプ、水利用対策協議会については、県が窓口となって立ち上げてもらいたいとの要望

である、とのことでありました。 

次に環境保全課長より、下水道について岸上地区布設工事、吉野下・四條の測量設計業務の発注、接続状況の報告。農業集落排

水は、施設の管理が主である。仲南地区の浄化槽整備推進事業は、６件を発注し、今年１０件は超える見込みである。他地区の合

併浄化槽設置事業は、１１５件の申請があり、県に対し３０基程度の増について話しているとの説明がありました。 

委員から、合併処理浄化槽の今後の補助率について、また見直す場合は住民への周知説明が必要である、仲南地区浄化槽整備推

進事業は何件あれば発注するのかなど、意見質問があり、執行部より、補助率については財政上見直しをするようにもしなければ

ならない。仲南地区浄化槽は６件ぐらい集まれば２基づつ発注することとしている、とのことでありました。 

 次に総務課長より、琴南支所内への琴南郵便局移転の協議、また、四條旧南部消防訓練地跡への中讃ケーブルテレビの基地と

しての使用の協議を行っている報告がありました。 

その他で、議員研修について意見が出され、建設経済委員会としては研修目的により、実施してもらいたいとのことでありまし

た。 

また、干害・渇水対策として計画のあった土器川前の川ダムを前向きに考えてもらうよう、県へ要望していくこととし、午後２

時委員会を閉会しました。以上で建設経済常任委員会の委員長報告を終わります。 

 これをもって建設経済常任委員会の所管事務調査に関する委員長報告を終わります。ただ今の委員長報告に対する質疑に入りま

す。質疑はありませんか。

 （なし）

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

 日程第９ 水資源対策特別委員会の委員長報告の件を議題といたします。

水資源対策特別委員会の委員長の報告を求めます。水資源対策特別委員会委員長 川原茂行君

水資源対策特別委員会の委員長報告を行います。 

去る６月２１日午後１時より、第１委員会室におきまして委員６名、議長同席のもと執行部より、町長、副町長、総務課長、農

林課長、建設課長、土地改良課長、水道課長、課長補佐の出席により水資源対策特別委員会を開催いたしました。議題につきまし
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水資源対策

特別委員長

ては、渇水対策について、その他であります。 

栗田町長挨拶の後、議題にはいり、土地改良課から 6月１１日、中讃土地改良、普及センター、満濃池土地改良区、町内土地改

良区など、渇水に対する農業関係の会を開き、各地区の水の状況、作付状況、県の対応策、農業共済の対象範囲などについて確認、

協議を行ったとの報告がありました。また、県において６月２０日干害応急対策要綱が作成されたこと、町内ため池の貯水率の報

告がありました。委員から満濃池掛かりの水の確保策、干害応急事業費１０万円以下に対する助成、満濃池土地改良区へも話をし、

将来のことも考える必要があるなど意見が出されました。執行部より、事業費１０万円以下については検討する、水利については

慣行があるので行政だけでは難しい面がある。個々の水資源確保は干害応急での対応となる、とのことでありました。 

次に水道課長より地下水調査の状況について報告があり、工事について補正予算をお願いしたい、とのことでありました。委員

から、工事の時期等について質問があり、執行部より県の渇水対策は、仮設工事であり一か月以内に行わなければならない、との

ことでありました。満濃池の農業用水確保の対応、水道水源確保など即対応しなければいけない場合、委員会の度々の開催もあり

うるということで、委員会を午後３時１０分閉会しました。 

また、去る７月１１日午前９時３０分より、第１委員会室におきまして委員５名、議長同席のもと執行部より、町長、副町長、

総務課長、農林課長、建設課長、土地改良課長、水道課長、の出席により水資源対策特別委員会を開催いたしました。議題につき

ましては、渇水対策について、その他であります。 

栗田町長挨拶の後、議題にはいり、土地改良課から干害応急事業の報告があり、７か所で申請予定があるが、県より一ヶ月間に

１００ミリ以上の雨があれば対象外となること。また、ため池貯水状況について報告がありました。委員から、干害応急事業の場

所、補助率、など質問があり、執行部より、事業箇所は岸上、福家など満濃地区と仲南地区であり、補助率は県６０％、町２０％、

地元２０％である、とのことでした。 

次に、水道課長より満濃池について、ゆる抜き後、降雨と土器川、財田川からの取水で４７.４％と１００万トンの増となり、

放流しながらであるので実質２００万トンの貯水増ができた。 

また、渇水対策事業については、降雨などにより状況が変わったこと、また、県の渇水対策本部設置期間中の渇水対策工事は難

しいことから、工事については、井戸の施工と、管については仮設を本設とし、今後安定的な常用水源として確保していきたいと

の説明がありました。委員から、配管工事費、土器川からの取水基準、満濃池土地改良区への働きかけなどについて意見、質問が

あり、執行部より、配管工事に５００万円、土器川からの取水基準は、毎秒２.５トン以上の流量の時であるとの説明がありまし

た。 
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日程第１０

日程第１１

日程第１２

日程第１３

日程第１４

日程第１５

日程第１６

日程第１７

水資源対策

特別委員長

副議長

生活用水、農業用水の確保のため、執行部より満濃池土地改良区に働きかけていただくとともに、自己水源確保に向けての努力

が将来のため必要であるので、今後も委員会として調査研究していくこととし、午前１１時５分委員会を閉会しました。以上で水

資源対策特別委員会の委員長報告を終わります。 

 これをもって水資源対策特別委員会の委員長報告を終わります。ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませ

んか。

 （なし）

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。

 ここで暫時休憩といたします。１０時５０分まで休憩といたします。                休憩 １０時３８分

 再開いたします。                                       再開 １０時５０分

日程第 10 認定第１号 平成１８年度まんのう町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 11 認定第２号 平成１８年度まんのう町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定 

              について       

日程第 12 認定第３号 平成１８年度まんのう町老人保健特別会計歳入歳出決算認定  

      について                         

日程第 13 認定第４号 平成１８年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算認定  

              について                         

日程第 14 認定第５号 平成１８年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算認定

      について                          

日程第 15 認定第６号 平成１８年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定

      について                         

日程第 16 認定第７号 平成１８年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算認定

      について                          

日程第 17 認定第８号 平成１８年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定

      について                       
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日程第１８

日程第１９

町長

日程第 18 認定第９号 平成１８年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出

      決算認定について                     

日程第 19 認定第 10号 平成１８年度まんのう町水道事業会計決算認定について   
 以上、認定第１号から認定第１０号までの１０案件について、会議規則第３７条により一括議題といたしたいと思います。これ

に異議ありませんか。  

 （なし）

 異議なしと認めます。よって認定第１号から、認定第１０号までの１０案件を一括議題といたします。

 提出者から、提案理由の説明を求めます。町長 栗田隆義君

 ただいま、一括上程されました

認定第１号 平成１８年度まんのう町一般会計歳入歳出決算について

認定第２号 平成１８年度まんのう町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について   

認定第３号 平成１８年度まんのう町老人保健特別会計歳入歳出決算について

認定第４号 平成１８年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算について

認定第５号 平成１８年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算について

認定第６号 平成１８年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決算について

認定第７号 平成１８年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算について

認定第８号 平成１８年度まんのう町農業集落特別会計歳入歳出決算について

認定第９号 平成１８年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算について

認定第１０号 平成１８年度まんのう町水道事業会計決算認定について

を、ご説明申し上げます。

新まんのう町としての、実質的な最初の決算認定をお願いするものであります。

一般会計につきましては、繰越額から２億円を財政調整基金に積立を行っております。認定第１号から９号までは、地方自治法

233条第３項、認定第１０号は、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見書を付して、議会の認定をお願い
するものであります。

なお、地方自治法 233条第５項の規定による主要施策の成果報告書を、合わせて提出いたしておりますのでお目通しをお願いい
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副議長

会計管理者

たします。詳細につきましては、会計管理者、及び水道課長より説明を行なわせますのでよろしくお願い申しあげます。

 会計管理者 米田能久君

 認定第１号から説明をさせていただきます。決算書の１ページをお開き願います。平成１８年度まんのう町一般会計歳入歳出決

算でございますけれども、歳入決算額９，２２７，８５３，５５９円歳出決算額８，４３６，１５８，２９１円歳入歳出差引残額

７９１，６９５，２６８円翌年度へ繰り越すべき財源４３，０２１，０００円これは繰越事業にあてる財源でございます。翌年度

への繰越額は７４８，６７４，２６８円うち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額２００，０００，０００円となっ

てございます。

 次ページをお開き願います。歳入 1款の町税、予算現額１，６９５，８１９，０００円調定額１，９７２，８８９，９０３円
収入済額１，７４５，７１８，０１８円不納欠損額７１，９７９，７０４円収入未済額１５５，１９２，１８１円、2 款の地方譲
与税、予算現額３０４，２９２，０００円調定額３１２，５８１，９０９円収入済額３１２，５８１，９０９円、３款の利子割交

付金、予算現額９，７２８，０００円調定額９，６４７，０００円収入済額９，６４７，０００円、4 款の配当割交付金、予算現
額７，０７５，０００円調定額９，６１４，０００円収入済額９，６１４，０００円、5款の株式等譲渡所得割交付金、予算現額
８，１１５，０００円調定額７，４２８，０００円収入済額７，４２８，０００円、6 款の地方消費税交付金、予算現額１８０，
２５４，０００円調定額１７９，３３２，０００円収入済額１７９，３３２，０００円、7 款のゴルフ場利用税交付金、予算現額
５６，１６２，０００円調定額５８，３６８，４７６円収入済額５８，３６８，４７６円、8 款の自動車取得税交付金、予算現額
８２，５３５，０００円調定額８２，６９０，０００円収入済額８２，６９０，０００円、9款の地方特例交付金、予算現額３５，
４３９，０００円調定額３５，４３９，０００円収入済額３５，４３９，０００円、10款の地方交付税、予算現額３，８３５，２
９９，０００円調定額３，８６５，６６７，０００円収入済額３，８６５，６６７，０００円、次ページをお願いします。11款の
交通安全対策特別交付金、予算現額４，４００，０００円調定額５，０２４，０００円収入済額５，０２４，０００円、12款の分
担金及び負担金、予算現額１１７，２２０，０００円調定額１１４，２７８，４６５円収入済額１１２，９７５，０７７円収入未

済額１，３０３，３８８円、13款の使用料及び手数料、予算現額１２９，４３４，０００円調定額１３３，５６６，７２４円収入
済額１３１，５０１，４２５円収入未済額２，０６５，２９９円、14款の国庫支出金、予算現額１，２８８，５２９，０００円調
定額３１８，１８６，２５５円収入済額３１８，１８６，２５５円、15款の県支出金、予算現額７６３，３２０，０００円調定額
７３９，２２１，９１４円収入済額７３９，２２１，９１４円、16款の財産収入、予算現額５７，８７４，０００円調定額７１，
２５９，９７９円収入済額７１，１０３，９７９円収入未済額１５６，０００円、17款の寄付金、予算現額１，０００円調定額２
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会計管理者 １０，０００円収入済額２１０，０００円、18款の繰入金、予算現額３４，５３８，０００円調定額３３，１３１，４７０円収入
済額３３，１３１，４７０円、19款の繰越額、予算現額４４９，１５７，０００円調定額５１６，８２８，１０５円収入済額５１
６，８２８，１０５円、次ページをお願いします。20款の諸収入、予算現額１５９，４１５，０００円調定額２１０，３３２，１
９１円収入済額２０９，２８５，９３１円収入未済額１，０４６，２６０円、21款の町債、予算現額２，４３３，４００，０００
円調定額７８３，９００，０００円収入済額７８３，９００，０００円、合計ですけれども予算現額１１，６５２，００６，００

０円調定額９，４５９，５９６，３９１円収入済額９，２２７，８５３，５５９円不能欠損額７１，９７９，７０４円収入未済額

１５９，７６３，１２８円。

次ページをお願いします。歳出の関係ですけれども、1 款の議会費、予算現額１２４，３７１，０００円支出済額１２１，０３
７，１１９円不用額３，３３３，８８１円、2款の総務費、予算現額３，８９５，２０４，０００円支出済額１，３９２，２２８，
６１７円翌年度繰越額２，４４４，３９０，０００円不用額５８，５８５，３８３円、3 款の民生費、予算現額２，１１６，００
６，０００円支出済額１，８１４，０５８，９２１円翌年度繰越額２５，０００，０００円不用額２７６，９４７，０７９円、4
款の衛生費、予算現額８８９，３２２，０００円支出済額７９８，９０６，７５９円翌年度繰越額４０，２６２，０００円不用額

５０，１５３，２４１円、5款の労働費、予算現額３，７１５，０００円支出済額３，３７４，９８０円不用額３４０，０２０円、
6 款の農林水産業費、予算現額９００，５０１，０００円支出済額８１３，５３２，９４３円翌年度繰越額７，８４９，０００円
不用額７９，１１９，０５７円、7 款の商工費、予算現額４１，５００，０００円支出済額３９，５０５，７１１円不要額１，９
９４，２８９円、8 款の土木費、予算現額７９８，６３７，０００円支出済額７５５，８６２，５９５円不用額４２，７７４，４
０５円、次ページをお願いします。9 款の消防費、予算現額４９９，０５４，０００円支出済額４９４，８８２，１７２円不用額
４，１７１，８２８円、10款の教育費、予算現額１，２５２，５６８，０００円支出済額１，０９１，２６２，６７５円翌年度繰
越額１０３，５００，０００円不用額５７，８０５，３２５円、11款の災害復旧費、予算現額２８，７２８，０００円支出済額
２２，６７７，３７３円不用額６，０５０，６２７円、12款の公債費、予算現額１，０６６，７８２，０００円支出済額１，０６
５，７７４，２７２円不用額１，００７，７２８円、13款の諸支出金、予算現額２５，６１８，０００円支出済額２３，０５４，
１５４円不用額２，５６３，８４６円、14款の予備費、予算現額１０，０００，０００円不用額１０，０００，０００円、合計額
が予算現額１１，６５２，００６，０００円支出済額８，４３６，１５８，２９１円翌年度繰越額２，６２１，００１，０００円

不用額５９４，８４６，７０９円となってございます。

231ページをお開き願います。認定第 2号の関係でございますけれども平成 18年度まんのう町国民健康保険特別会計（事業勘
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会計管理者 定）の歳入歳出決算でございます。歳入の決算額２，２３８，４０１，８５４円歳出決算額２，１０９，０７２，７０１円歳入歳

出差引残額１２９，３２９，１５３円翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、翌年度への繰越額は１２９，３２９，１５

３円となってございます。

 次ページをお願いします。歳入の関係でございます。1款の国民健康保険税、予算現額５４７，６４９，０００円調定額６７７，
７５６，２２１円収入済額５６２，９６２，７２３円不納欠損額８，８６４，７０２円収入未済額１０５，９２８，７９６円、

2 款の使用料及び手数料、予算現額３４，０００円調定額１７７，２００円収入済額１７７，２００円、3 款の国庫支出金、予算
現額５３７，３７３，０００円調定額６４０，５４５，７９１円収入済額６４０，５４５，７９１円、4 款の療養給付費交付金、
予算現額５５３，６２２，０００円調定額５２４，４５３，１５２円収入済額５２４，４５３，１５２円、5 款の県支出金、予算
現額７５，４４２，０００円調定額８８，１５３，４２９円収入済額８８，１５３，４２９円、7 款の共同事業交付金、予算現額
１３２，３４９，０００円調定額１６５，４７８，３４５円収入済額１６５，４７８，３４５円、8款の財産収入、予算現額７６，
０００円調定額７，１３８円収入済額７，１３８円、9 款の繰入金、予算現額２６７，９３０，０００円調定額１４３，２９６，
１３９円収入済額１４３，２９６，１３９円、10款の繰越金、予算現額１０５，９３４，０００円調定額１０５，９３４，３９６
円収入済額１０５，９３４，３９６円、11款の諸収入、予算現額２，４５１，０００円調定額７，３９３，５４１円収入済額７，
３９３，５４１円、次ページをお願いします。合計額ですけれども予算現額２，２２２，８６０，０００円調定額２，３５３，１

９５，３５２円収入済額２，２３８，４０１，８５４円不納欠損額８，８６４，７０２円収入未済額１０５，９２８，７９６円。

 次ページをお願いします。歳出の関係ですけれども、1 款の総務費、予算現額１１，０８０，０００円支出済額８，７１８，６
６７円不用額２，３６１，３３３円、2 款の保険給付費、予算現額１，５７７，４６９，０００円支出済額１，４９１，５２０，
４８７円不用額８５，９４８，５１３円、3 款の老人保健拠出金、予算現額３４７，１７５，０００円支出済額３４７，１７４，
７５８円不用額２４２円、4 款の介護給付金、予算現額１０２，９７５，０００円支出済額１０２，９７４，００７円不用額９９
３円、5 款の共同事業拠出金、予算現額１４５，０３８，０００円支出済額１２５，１４５，７４３円不用額１９，８９２，２５
７円、6 款の保健事業費、予算現額４，５６０，０００円支出済額４，４０３，８１６円不用額１５６，１８４円、7 款の基金積
立金、予算現額１，００１，０００円支出済額１，０００，０００円不用額１，０００円、8款の公債費、予算現額３，０００円
不用額が３，０００円、9 款の諸支出金、予算現額３０，５２４，０００円支出済額２８，１３５，２２３円不用額２，３８８，
７７７円、次ページをお願いします。10款の予備費、予算現額３，０３５，０００円不用額３，０３５，０００円。合計額、予算
現額、２，２２２，８６０，０００円支出済額２，１０９，０７２，７０１円翌年度繰越額はありません。不用額１１３，７８７，
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会計管理者 ２９９円となってございます。

267 ページをお開き願います。平成 18 年度まんのう町国民健康保険特別会計（直診勘定）歳入歳出決算。歳入決算額２８，８
２６，９９６円歳出決算額２８，８２６，９９６円歳入歳出差引残額はゼロでございます。

次ページをお願いします。歳入、1 款の診療収入、予算現額１３，７００，０００円調定額１７，１６５，２９５円収入済額１
７，１６５，２９５円、4 款の県支出金、予算現額１，０００円調定額、収入済額ともございません。6 款の繰入金、予算現額１
６，６２９，０００円調定額１１，１２２，２６１円収入済額１１，１２２，２６１円、8 款の諸収入、予算現額４５１，０００
円調定額５３９，４４０円収入済額５３９，４４０円、合計が予算現額が３０，７８１，０００円調定額２８，８２６，９９６円

収入済額２８，８２６，９９６円、不納欠損額、収入未済額はございません。

 次ページをお願いします。歳出の関係ですけれども、1 款の総務費、予算現額２５，６１２，０００円支出済額２４，８６７，
７８２円不用額７４４，２１８円、２款の医業費、予算現額４，８６９，０００円支出済額３，９５９，２１４円不用額９０９，

７８６円、5款の予備費、予算現額３００，０００円不用額が３００，０００円となっております。合計額ですけれども予算現額
３０，７８１，０００円支出済額２８，８２６，９９６円不用額１，９５４，００４円となってございます。

283ページをお開き願います。認定第 3号の関係ですけれども、平成 18 年度まんのう町老人保健特別会計歳入歳出決算。歳入
決算額２，８９７，５５８，７２４円歳出決算額２，８６７，３７２，０１４円歳入歳出差引残額３０，１８６，７１０円翌年度

へ繰り越すべき財源はございませんので翌年度の繰越額は３０，１８６，７１０円となってございます。

 次ページをお願いします。歳入の関係ですけれども、1款の支払基金交付金、予算現額１，６００，６１４，０００円調定額
１，５２２，３３３，２３７円収入済額１，５２２，３３３，２３７円、2款の国庫支出金、予算現額９２７，８３７，０００円
調定額８８９，０９５，０８７円収入済額８８９，０９５，０８７円、3 款の県支出金、予算現額２３５，８６１，０００円調定
額２２１，３０５，６１０円収入済額２２１，３０５，６１０円、4 款の繰入金、予算現額２４４，７９８，０００円調定額２３
５，９８０，０００円収入済額２３５，９８０，０００円、5款の繰越金、予算現額１６，８６５，０００円調定額１６，８６５，
５２６円収入済額１６，８６５，５２６円、6 款の諸収入、予算現額９，３３０，０００円調定額１１，９７９，２６４円収入済
額１１，９７９，２６４円、合計、予算現額３，０３５，３０５，０００円調定額２，８９７，５５８，７２４円収入済額２，８

９７，５５８，７２４円となってございます。

 次ページをお願いします。歳出、1 款の総務費、予算現額７，３８６，０００円支出済額６，９５６，８３４円不用額４２９，
１６６円、2 款の医療諸費、予算現額３，００８，７１３，０００円支出済額２，８４２，４５６，４２７円不用額１６６，２５
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会計管理者 ６，５７３円、4 款の諸支出金、予算現額１８，２０６，０００円支出済額１７，９５８，７５３円不用額２４７，２４７円、5
款予備費、予算現額１，０００，０００円不用額１，０００，０００円、合計、予算現額３，０３５，３０５，０００円支出済額

２，８６７，３７２，０１４円不用額１６７，９３２，９８６円となってございます。

299 ページをお願いいたします。認定第４号の関係ですけれども、平成 18 年度まんのう町介護保険特別会計歳入歳出決算、歳
入決算額１，８５３，１８４，８２７円歳出決算額１，７５２，１０６，０３８円歳入歳出差引残額１０１，０７８，７８９円

繰越財源はございませんので翌年度への繰越額１０１，０７８，７８９円となってございます。

 次ページをお願いします。歳入、1款の保険料、予算現額２９０，９７６，０００円調定額３１１，６９０，８００円収入済額
３０５，９５６，１００円不納欠損額１，０４３，０００円収入未済額４，６９１，７００円、2 款の分担金及び負担金、２，０
４０，０００円調定額１，７６４，０５０円収入済額１，７６４，０５０円、3 款の使用料及び手数料、予算現額１，０００円調
定額３８，６００円収入済額３８，６００円、4 款の国庫支出金、予算現額４４１，４５４，０００円調定額４４１，４５０，６
４５円収入済額４４１，４５０，６４５円、5 款の支払基金交付金、予算現額４８６，１０２，０００円調定額４８８，０８６，
０００円収入済額４８８，０８６，０００円、6 款の県支出金、予算現額２４８，８６９，０００円調定額２４８，８５３、３２
２円収入済額２４８，８５３，３２２円、7款の財産収入、予算現額１，０００円調定額２８，５４７円収入済額２８，５４７円
９款の繰入金、予算現額２４６，０２５，０００円調定額２３７，７９５，９６７円収入済額２３７，７９５，９６７円、10款
の繰越金、予算現額１２８，３９６，０００円調定額１２８，３９６，４２２円収入済額１２８，３９６，４２２円、12款の諸収
入、予算現額７９１，０００円調定額８１５，１７４円収入済額８１５，１７４円、次ページをお願いします。合計額、予算現額

１，８４４，６５５，０００円調定額１，８５８，９１９，５２７円収入済額１，８５３，１８４，８２７円不納欠損額１，０４

３，０００円収入未済額４，６９１，７００円。

 次ページをお願いします。歳出の関係です。1款の総務費、予算現額２４，５４２，０００円支出済額２１，７９７，７８１円
不用額２，７４４，２１９円、2 款の保険給付費、予算現額１，６８８，３２５，０００円支出済額１，６０４，５３８，５３８
円不用額８３，７８６，４６２円、3 款の財政安定化基金拠出金、予算現額１，０００円不用額１，０００円、5 款の地域支援事
業費、予算現額２６，０５３，０００円支出済額２１，１１３，０７５円不用額４，９３９，９２５円、7 款の公債費、予算現額
１，０００円不用額１，０００円、8款の予備費、予算現額１，０００，０００円不用額１，０００，０００円、9款の諸支出金、
予算現額１０４，７３３、０００円支出済額１０４，６５６，６４４円不用額７６，３５６円、合計で予算現額、１，８４４，６

５５，０００円支出済額１，７５２，１０６，０３８円不用額９２，５４８，９６２円となってございます。
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会計管理者 341 ページをお開き願います。認定第５号の関係でございます。平成 18 年度まんのう町診療所特別会計歳入歳出決算、歳入決
算額１１３，６６６，８３３円歳出決算額７６，７９４，９１２円歳入歳出差引残額３６，８７１，９２１円繰越財源はございま

せん。翌年度への繰越額３６，８７１，９２１円となってございます。

 次ページをお願いします。歳入、1 款の診療収入、予算現額９３，７８０，０００円調定額８３，５２４，７３７円収入済額８
３，５２４，７３７円、2款の使用料及び手数料、予算現額７７０，０００円調定額９００，５２５円収入済額９００，５２５円
4 款の県支出金、予算現額１，０００円調停額、収入済額とも執行いたしておりません。6 款の繰入金、予算現額１，０００円調
定額、収入済額とも執行いたしておりません。7 款の繰越金、予算現額３，２００，０００円調定額２８，９９７，８８１円収入
済額２８，９９７，８８１円、8款の諸収入、予算現額２４８，０００円調定額２４３，６９０円収入済額２４３，６９０円。
合計、予算現額９８，０００，０００円調定額１１３，６６６，８３３円収入済額１１３，６６６，８３３円不納欠損額、収入未

済額はございません。

 次ページをお願いします。歳出の関係です。1款の総務費、予算現額５７，７１０，０００円支出済額５２，１０５，６５９円
不用額５，６０４，３４１円、2 款の医業費、予算現額３９，７００，０００円支出済額２４，６７２，５０６円不用額１５，０
２７，４９４円、3款の施設整備費、予算現額３００，０００円支出済額１６，７４７円不用額２８３，２５３円、6款の予備費、
予算現額２９０，０００円不用額２９０，０００円、合計、予算現額９８，０００，０００円支出済額７６，７９４，９１２円不

用額２１，２０５，０８８円となってございます。

357ページをお開き願います。認定第 6号の関係でございます。平成 18 年度まんのう町簡易水道特別会計歳入歳出決算、歳入
決算額３２７，３１０，９７９円歳出決算額３１０，１２７，５６３円歳入歳出差引残額１７，１８３，４１６円繰越財源はござ

いません。翌年度へ繰越額が１７，１８３，４１６円となっております。

 次ページをお願いします。歳入、1款の分担金及び負担金、予算現額６３１，０００円調定額１，２６０，０００円収入済額１，
２６０，０００円、2 款の使用料及び手数料、予算現額１５６，７９０，０００円調定額１５３，７９５，１９７円収入済額１５
１，４８７，３６５円収入未済額２，３０７，８３２円、3 款の国庫支出金、予算現額２０，７２４，０００円調定額２０，７２
４，０００円収入済額２０，７２４，０００円、4 款の県支出金、予算現額５，１８１，０００円調定額５，１８１，０００円収
入済額５，１８１，０００円、5款の財産収入、予算現額１，０００円執行いたしておりません。6款の繰入金、予算現額１２３，
１８８，０００円調定額１１３，６８０，０００円収入済額１１３，６８０，０００円、7 款の繰越金、予算現額３，０００，０
００円調定額９，７５８，５７４円収入済額９，７５８，５７４円、8 款の諸収入、予算現額１５０，０００円調定額２２０，０
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会計管理者 ４０円、収入済額２２０，０４０円、9款の町債、予算現額２５，０００，０００円調定額２５，０００，０００円収入済額２５，
０００，０００円、合計、予算現額３３４，６６５，０００円調定額３２９，６１８，８１１円収入済額３２７，３１０，９７９

円収入未済額２，３０７，８３２円でございます。

 次ページをお願いします。歳出、1 款の総務費、予算現額４７，６４９，０００円支出済額４３，７０３，０５０円不用額３，
９４５，９５０円、2 款の施設費、予算現額１１９，３５５、０００円支出１００，８７８，５８６円不用額１８，４７６，４１
４円、3 款の公債費、予算現額１６５，６６０，０００円支出済額１６５，５４５，９２７円不用額１１４，０７３円、4 款の諸
支出金、予算現額１，０００円不用額１，０００円、5款の予備費、予算現額２，０００，０００円不用額２，０００，０００円
合計額、予算現額３３４，６６５，０００支出済額３１０，１２７，５６３円不用額２４，５３７，４３７円となってございます。

377 ページをお願いいたします。認定第７号の関係でございます。平成 18 年度まんのう町下水道特別会計歳入歳出決算、歳入
決算額２３３，１３１，８１５円歳出決算額２３１，８３４，６４８円歳入歳出差引残額１，２９７，１６７円繰越財源はござい

ません。翌年度へ繰越額１，２９７，１６７円となってございます。

 次ページをお願いします。歳入、1 款の分担金及び負担金、予算現額２，００１，０００円調定額３，２５５，８００円収入済
額３，２５５，８００円、２款の使用料及び手数料、予算現額３０，５３４，０００円調定額３２，７９１，３０６円収入済額

３２，７９１，３０６円、３款の国庫支出金、予算現額２０，０００，０００円調定額２０，０００，０００円収入済額２０，０

００，０００円、４款の県支出金、予算現額５００，０００円調定額４９６，０００円収入済額４９６，０００円、６款の繰入金

予算現額１４０，０５２，０００円調定額１２７，０００，０００円収入済額１２７，０００，０００円、7 款の繰越金、予算現
額６，９４５，０００円調定額６，８４５，３２４円収入済額６，８４５，３２４円、8 款の諸収入、予算現額、１，１４７，０
００円調定額１，１４３，３８５円収入済額１，１４３，３８５円、9 款の町債、予算現額４５，６００，０００円調定額４１，
６００，０００円収入済額４１，６００，０００円、合計が、予算現額２４６，７７９，０００円調定額２３３、１３１，８１５

円収入済額２３３，１３１，８１５円、不納欠損額、収入未済額はございません。

 次ページをお願いします。歳出、1 款の総務費、予算現額３２，９２７，０００円支出済額３０，１８４，４９１円不用額２，
７４２，５０９円、2 款の施設費、予算現額７０，０７５，０００円支出済額５９，０８６，６７５円不用額１０，９８８，３２
５円、3 款の公債費、予算現額１４３，２７７，０００円支出済額１４２，５６３，４８２円不用額７１３，５１８円、5 款の予
備費、予算現額５００，０００円不用額５００，０００円、合計、予算現額２４６，７７９，０００円支出済額２３１，８３４，

６４８円不用額１４，９４４，３５２円となってございます。
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会計管理者 397 ページをお開き願います。認定第８号の関係でございます。平成 18 年度まんのう町農業集落排水特別会計歳入歳出決算、
歳入決算額３５，１５０，９２９円歳出決算額３４，６２６，２５２円歳入歳出差引残額５２４，６７７円繰越財源はございませ

ん。翌年度へ繰越額５２４，６７７円となってございます。

 次ページをお願いします。歳入の関係です。1 款の分担金及び負担金、予算現額１，０００円以下はゼロでございます。3 款の
繰入金、予算現額３０，２８６，０００円調定額２９，３００，０００円収入済額２９，３００，０００円、4 款の繰越金１，０
００円調定額７０８，１２９円収入済額７０８，１２９円、5 款の諸収入、予算現額１，０００円、7 款の使用料及び手数料、予
算現額５，５０１，０００円調定額５，１４２，８００円収入済額５，１４２，８００円、合計が予算現額３５，７９０，０００

円調定額３５，１５０，９２９円収入済額３５，１５０，９２９円、不納欠損額、収入未済額はございません。

 次ページをお願いします。歳出、1款の施設費、予算現額１０，４８９，０００円支出済額９，７０１，２８９円不用額７８７，
７１１円、2 款の公債費、予算現額２５，２０１，０００円支出済額２４，９２４，９６３円不用額２７６，０３７円、3 款の予
備費、予算現額１００，０００円不用額１００，０００円、合計額、予算現額３５，７９０，０００円調定額３４，６２６，２５

２円不用額１，１６３，７４８円となってございます。

409 ページをお開き願います。認定第９号の関係でございます。平成 18 年度まんのう町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出
決算、歳入決算額７８，９１９，６０９円歳出決算額７７，７９８，５３９円歳入歳出差引残額１，１２１，０７０円繰越財源は

ございません。翌年度へ繰越額１，１２１，０７０円となってございます。

次ページをお願いします。歳入、1 款の分担金及び負担金、予算現額１，９５１，０００円調定額２，６４８，４００円収入済
額２，６４８，４００円、２款の使用料及び手数料、予算現額１９，４９８，０００円調定額２１，０５５，９７１円収入済額

２１，０５５，９７１円、３款の国庫支出金、予算現額５，９５９，０００円調定額５，９５９，０００円収入済額５，９５９，

０００円、４款の県支出金、予算現額１，７２７，０００円調定額１，７２７，０００円収入済額１，７２７，０００円、５款の

繰入金、予算現額４０，３８１，０００円調定額３２，４５６，０００円収入済額３２，４５６，０００円、６款の繰越金、予算

現額４，２３２，０００円調定額４，２３２，２７７円収入済額４，２３７，２７７円、７款の町債、予算現額、７，０００，０

００円調定額７，０００，０００円収入済額７，０００，０００円、８款の諸収入、予算現額３，８４０，０００円調定額３，８

４０，９６１円収入済額３，８４０，９６１円、合計が、予算現額８４，５８８，０００円調定額７８，９１９，６０９円収入済

額７８，９１９，６０９円、不納欠損額、収入未済額はございません。

 次ページをお願いします。歳出、1 款の総務費、予算現額１１，０５８，０００円支出済額１０，５９８，１０３円不用額４５
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会計管理者

副議長

水道課長

副議長

９，８９７円、2款の施設費、予算現額６１，１５８，０００円支出済額５５，４２８，９５８円不用額５，７２９，０４２円、3
款の公債費、予算現額１１，８７２，０００円支出済額１１，７７１，４７８円不用額１００，５２２円、４款の予備費、予算現

額５００，０００円不用額５００，０００円でございます。合計、予算現額８４，５８８，０００円支出済額７７，７９８，５３

９円不用額６，７８９，４６１円となってございます。このあとに記載をしております財産に関する調書につきましては、また、

お目とおしのほうをよろしくお願いいたします。以上で認定の第１号から第９号の説明を終わらせていただきます。

水道課長 和泉仁志君

 それでは私の方から、別冊平成１８年度まんのう町水道事業会計決算書をもって説明をさしていただきます。

認定第 10 号平成１８年度まんのう町水道事業会計決算の認定についてでございますけれども、公営企業法第３０条第 4項の規
定により議会の認定をいただくものでございます。

1 ページをお開き下さい。決算額のみの報告とさせていただきます。1 ページには水道使用料金をもととします、収益的収入金
額２３３，５９０，７３７円に対しまして営業費用に要する費用支出額２１５，７４８，１４７円を提示させていただいてござい

ます。

2ページをお開き下さい。2ページには資本的収入及び支出を明記してございます。施設の整備に伴います資本的収入金額１３，
５５４，８１２円に対しまして、支出額６５，６０２，０３６円を計上いたしてございます。一番下の下段を見て下さい。施設の

整備に伴います資本的収入金額１３，５５４，８１２円に対しまして、支出額の６５，６０２，０３６円のこの金額の不足額でご

ざいますけれども、５２，０４７，２２４円は消費税資本的収支調整額の６３９，５１１円並びに当該年度分の損益勘定留保資金

５１，４０７，７１３円で補填するものとしてございます。

3ページをお開き下さい。3ページには 18年度の水道事業会計損益計算書を明記してございます。消費税抜きの金額でございま
すけれども、営業収益２１２，８６６，７８５円に対します営業費用１７４，４５５，８７１円営業外収益としまして９，８９１，

３１２円営業外費用としまして３７，８４７，００１円特別利益としまして９８，８０７円特別損失といたしまして不納欠損１，

１０６，１１５円を計上いたしました。18年度の実質単年度収益としまして９，４４７，９１７円を計上いたしてございます。
それから 7ページと 8ページにつきまして、水道事業の状況についてご報告をさせていただいております。お目とおしをよろし

くお願いしたらと思います。以上で報告とさせていただきます。

 これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 質疑にはいる前に監査委員が議場におられますので、審査の報告をお願いいたします。監査委員 黒木保君
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監査委員

副議長

谷森議員

認定第 1号から第 10 号の決算審査の報告を行います。決算審査の結果を申し上げます。 

地方自治法第２３３条第２項、同法第２４１条第５項、及び地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された、平成

１８年度 まんのう町一般会計歳入歳出決算、同年度各特別会計歳入歳出決算、及び水道事業会計決算、並びに基金の運用状況を

審査した結果をご報告申し上げます。 

去る８月２２日、町役場におきまして、造田代表監査委員と私で決算の審査を行いました。審査は、決算書、関係帳簿、証拠書

類により行いました。審査の結果につきましては、審査に付された歳入歳出決算及び書類は、いずれも関係法令に準拠して作成さ

れておりました。決算の計数につきましても関係諸帳簿と照合した結果、正確であることを認めました。 

なお、基金の運用についても適正な運用がなされていることを認めました。 

以上で決算審査の報告を終わります。 

 これをもって審査報告を終わります。

 ここで暫時休憩といたします。13時開会といたします。                     休憩 １1時５７分

 休息を戻して会議を再開いたします。                              再開 １3時００分
 先ほどの総務委員長報告に対する大西議員の質疑に対して、私の発言で資料を提出すると申しましたが、委員長報告に対する質

疑でありましたので私の発言を取り消さしていただきます。委員長報告に対する質疑、答弁については、本年６月定例会、議会運

営委員会報告において、委員長報告に対する質疑の答弁は、執行部には求めないことで確認を行ったことをご報告されております

ので、そのように議会運営いたします。

これより、認定第１号から認定第１０号までの１０案件に対しての質疑にはいります。

 質疑はありませんか。

 ２１番 谷森議員

一つだけ質問いたしますが、いわゆる一般会計が歳入が９２億円まあ概数ですが、それに対して町債、借入金が９５億円、それ

から特別会計が歳入が７８億円で借入が５３億円、考えてみますと一般会計の歳入より借入の方が多いと、まあこういうことは非

常に理解がしがたいので、町長あるいは執行部の皆さんはこのことに対してどういうようなお考えをもっておるのか、ちなみに基

金が２５億円あるのは承知しておりますし、それから平成１９年度の新年度の予算の時にも私は質問いたしましたが、臨時財政対

策債に頼るような予算現額の編成であったかと、こういうふうに思うわけでありますがこの時に町長の答えは、臨時財政対策債は
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谷森議員

町長

副議長

大西豊議員

副議長

本来なら、国が交付税とか、そいなんでいるのが筋であるが国の方が金がないから、とりあえずまんのう町さん借りとって下さい

と、これが臨時対策債とこういうことは承知しておるんですが、今私が申し上げたことに対しましての町長のお考えをお願いいた

します。

 町長 栗田隆義君

 谷森議員さんの質問にお答えいたします。確かに今ご指摘あったとおりでございます。まあ、しかしながら今までのやってきた

中でそういうものがだんだん積み重なってきた。これからは少しずつ返還をして、少なくしていかなければいけないということは、

重々承知いたしておりますが、今のやらなければいけない事業も沢山ございます。そういうことで一挙に借金をへしていくという

のは非常にむずしい、まあ、少しずつへして早く健全財政に近づけて行きたいとこのように考えております。出来るだけ早い時期

に、へして行きたいなあということは考えておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

 他に質疑ありませんか。

 （なし）

 １７番 大西豊君

 今の決算認定の議案の説明の仕方について町長にお伺いします。過去良かった悪かったは別にして、旧の満濃町におきましては、

こういう説明においてはやはり、どうして増減がでたか重要な部分については具体的に、例えば税金の徴収率についてはこういう

理由でこよんなったとかいうことを委員会主義でありますので、すべてでなくてもいいんですが、やはり皆さんに知らせたいこと、

問題点は成果表、まあ、時間をかけて見たらわからないことはないんですが、過去においては旧の満濃町におきましては、そうい

う説明があったので、よりわかりやすく理解しやすかったと思うんですが、そのへんについては今後どのように考えておるのか、

町長の見解をお伺いします。

 これは認定１号から１０号までの質疑にはいっておるわけでございまして、この大西議員の今の質問はまた別の場でさしていた

だいたらと思います。

 他にございませんか。

 （なし）

 他に質疑はないようです、これをもって質疑を終了さしていただきます。

 ただ今、議題となっております、認定第１号は、総務常任委員会に、認定第２号、第３号、第４号、第５号の４案件は、教育民

生常任委員会に、認定第６号、第７号、第８号、第９号、第１０号の５案件は建設経済常任委員会にそれぞれ付託いたします。
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日程第２０ 副議長

町長

副議長

藤田議員

日程第２０ 議案第１号 まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。町長 栗田隆義君

ただいま上程されました「まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について」をご説明申し上げ

ます。これまでの職員の勤務時間は、休息時間延べ３０分を勤務時間として８時間勤務、週４０時間勤務といたしておりまし

たが、休息時間を勤務時間から削除し、実質勤務時間を週４０時間に変更するものであります。これにより、８時３０分から１

７時１５分までの勤務時間は変わりませんが、１２時から１３時までお昼休みでしたが、１２時１５分から１３時まで休憩時間と

するものであります。 

休息時間を削除するための改正であり、休息時間の記載がある、まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、まんのう町

職員団体のための職員の行為制限の特例に関する条例、及び、まんのう町職員の給与に関する条例の一部改正を行うも

のであります。この改正により、平成１９年１０月１日から勤務時間変更を実施するため、附則を定めております。ご審議のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。 

これをもって提案理由及びその内容の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

10 番 藤田昌大君 

7 条関係のですね、これを削除することによっておこりうる条例改正だろうとこう解釈します。労働関係の部分でありますので

若干、意見としていうか回答はかまいませんから、これ上部のあれでねえ、決まったことでやむをえないことであろうと思います

けれども、全体的な労働者の労働条件の部分についていいますとですね、小泉政権以降ですね、ややこしい部分で働くものの権利

が、ほうぼうから奪われている実態があるんですね、あの、女性労働者の深夜労働認めていったり、そういった部分の中でですね、

労働条件の改悪部分だろうと思っています。そのことが地方自治体の職場へ反映したものだろうと思っています。そもそも公務員

という労働条件はですね、地方官庁からわれわれ末端のまんのう町職員ということになりますとですね、全部一体的な運用は難し

いだろうと思うんですね、東京のど真ん中の霞ヶ関と琴南や仲南を抱えるまんのう町とですね、実態が違いすぎるとそういった部

分で、それともう一つは末端の自治体でありますから現業の職員もおります、保育所の保育士ですね、今は、そしてまた現業の衛

生課の職員もおります。そういった部分の中で休息を明記しないということになりましたら、非常にどういうことになるかと報告

したいんですが、例えばその休息のあり方は勤務時間の勤務の能率を上げようという部分でですね、社会一般に定着している部分

です。例えば午前中であれば１０時がきたらある工場であれば一斉休息しなさといってですね、命令がされます。３時がくれば 
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藤田議員 当然そういった方向がされます。それは、午前中、午後の休息のあり方だっただろうとこれ一般的なんですけれども、それをまん

のう町の場合は条例に入れていたと、具体的なイメージはありませんけれどもやっぱり休息は必要だろうということで入れていた

と思うんです。それが、たまたま今回の上部指導の中でですね、休息ははずしなさいということでこいういう条例改正になったの

だろうと思うんですけれども一般的なあですね、労働の中で休息の扱いはどうなるんだろうかという危惧があるんです。ですから、

現業の職員とか本庁とか全然ちがうと思いますし仕事の内容もですね、ずっと４時間ずっとぶっつづけであるかというとない、手

空き時間がありますよね当然。まあそういった解釈の中で多分休息時間をなくしたんだろうと、こういう解釈をしますけれども、

ただあの、例えば税務課の職員が２月、３月の時にですね、申告の時に全然休息を取れないままですね、ずっとやらないかん場合

があるだろうと思うんです。そういった時の運用とかですね、あの特別な繁忙期の場合の運用の中では多分、労働組合と話しをし

ていきながらそういった労働条件については個別の話し合われるだろうと思うんです。そういった中で休息時間の扱い方は明記で

きませんから、職場の課長の采配とかですね、そういったものが重要だろうと日常的には仕方ないと思うんですが、それは特にで

すね、労働条件の部分で配慮していただきたいと思うんです。それともう一つは休憩時間のあり方です。休憩時間のあり方は前回

も僕、言いましたけれども昼食休憩ですね、昼食休憩の実態をどう把握してるのだろうかいうのが、ちょっと問題がありますしそ

の休憩を取るときにはたして本当の休憩が取れるだろうかいうことをですね、もうちょっと話して職場実態とかみ合わせて運用し

ていただきたいと思います。労働基準法によりますと、３２条の４項の中に過半数を代表する職員の代表又は労働組合と話し合い

をしてそういった条件を整備しなさいよということが書かれてますし、そういったことについては十分配慮していただきたいなと

思うんです。それともう一つは前もいいましたように、環境整備のために食堂の設置も考慮にいれて、してくださいといいません

けども考慮にいれたですね、ぜひ職場環境の整備のためのも話し合いをしていただきたいと思います。今回の実施については僕も

若干全部知ってますけども、相当総務課長や町長苦労されたと思うんです。そういった中で良心的な運用がされてるなあと僕判断

しますけども、なおこのあとのですね、休憩、休息という言葉はなくなりますけれども、やっぱり休息と部分のですね、言葉でだ

さない扱いをどうするんやという部分とそれともう一つの運用はですね、やはり中央官庁とこことはちがいますから、まんのう町

の実態に合わせたですね、運用をぜひとりはかってもらいたいと思うんです。具体的にいいますと食事を４５分間に全員が取れる

かということ。そのことをですね、やはり実態と合わせながら職員のですね、労働環境の整備でありますから十分注意していただ

きたいなあということを意見として申し上げて、職場で運用するときにはちゃんと話し合いをしながらですね、労働基準法に基づ

くような部分を取り扱っていただきたいと思うんです。厳密にいいますとまだまだよけあります。それはいいませんので多分わか

ってくれてるだろうと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。以上です。 
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日程第２１

日程第２２

副議長

藤田議員

副議長

大西豊議員

副議長

総務課長

副議長

大西豊議員

副議長

総務課長

副議長

 もういいです？

もう答弁はいりません。しょうがないと思いますので。

 まあ、ちょっと質疑だけ。他にありませんか。

 （なし）

 大西豊君

 今、いろいろお願いもしておったようですけれど、今現実栗田町政になってから、私、栗田町政になる前にも労働時間の問題に

ついて４０時間いうことをいったことがあるんです。まあそういう中で新しいまんのう町の町長になってから栗田町長が、週４０

時間いうことを明言されそういう過程の中で出てきたと思うんですけど、５時１５分という時間が今までも規定になっとったと思

うんですけど、やはりあの４０時間ということが勤務時間を改正する、出した理由についてお伺いいたします。

 総務課長 栗田義郎君

 ただ今の大西議員さんの今回の条例改正の理由でございますけれども、これはもう当然今まで勤務時間の中に休み時間も含めて

おったというのを、この１０月１日からは実質勤務を８時間で週４０時間にしますよということのものを今回さしていただく。こ

れにつきましては、勤務時間の中身につきましては、仲多度郡の他町と同一歩調をとったような勤務時間体制にさしていただいて

おります。以上でございます。

 １７番大西豊君

 そういうことは勤務時間の４０時間を徹底する意味を含めての議案だと思いますがそのように理解していいですか。

 総務課長 栗田義郎君

 大西議員さんのご質問でございますけれども、条例にも当然あの週４０時間という文言が当然入っておりますので、これをきっ

ちりとやっていくということでございます。以上でございます。

 他に質疑はありませんか。

 （なし）

 これをもって質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております、議案１号は、総務常任委員会に付託いたします。

 日程第２１ 議案２号 字の区域の変更について

日程第２２ 議案３号 字の区域の変更について
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日程第２３

日程第２４

副議長

町長

副議長

 以上議案第２号、議案第３号の２議案について会議規則第３７条により一括議題といたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。

 （なし）

 異議なしと認めます。

 よって議案第２号、議案第３号の２議案を一括議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。町長 栗田隆義君

ただ今一括上程されました、議案第２号及び議案第３号の字の区域の変更についてのご説明を申し上げます。２議案ともに、地

方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の議決を求めるのであります。

まず議案第２号は、本町の字の区域の一部を、別紙変更調書のとおり変更するものであります。仲多度郡まんのう町吉野字中村

に編入する区域としまして、字宮西のものを中村に編入するものでございます。これは、平成１８年度地籍調査の一筆地・調査を

したものであり、従来より字界は道路、水路等で定められておりましたが、道路水路等の拡幅等により現況と字界が一致しなくな

っておるため、今回、調査によって、道路の形状、水路の形状に併せて新字界を定めようとするものでございます。なお、この新

字界の効力の発生は、この調査の結果、表示に変更を生ずべき土地につき、行われる国土調査法第１９条第２項の認証の日となり

ます。

次に、議案第３号は、本町の字の区域の一部を、別紙変更調書のとおり変更するものであります。仲多度郡まんのう町吉野下字

西田井は地籍調査が完了し、県より認証を受けております。まんのう町吉野字中村の１１２の２、他３筆を吉野下字西田井に編入

するものでございます。なお、この新字界の効力の発生は議決後、字の区域の変更を県知事に提出し香川県報の登載した日となり

ます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

 これをもって提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより、議案第２号、第３号の２議案に対しての質疑に入ります。質疑はありませんか。

 （なし）

 これをもって質疑を終了いたします。

 ただ今議題となっております議案第２号、第３号の２議案は建設経済常任委員会に付託いたします。

 日程第２３ 議案４号 まんのう町道路線認定について

 日程第２４ 議案５号 まんのう町道路線変更について
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日程第２５

日程第２６

副議長

町長

副議長

町長

 日程第２５ 議案６号 まんのう町道路線廃止について

 以上議案第４号から議案第６号までの３議案について会議規則第３７条により一括議題といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。

 （なし）

 異議なしと認めます。

 よって議案第４号から議案第６号までの３議案を一括議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。町長 栗田隆義君

 ただいま上程されました、議案第４号まんのう町道路線認定について・議案第５号まんのう町道路線変更について・議案第６号

まんのう町道路線廃止についてのご説明を申し上げます。

議案第４号の町道の路線認定は、平成７年３月９日付け香川県土木部長通達により、県道がバイパス化され新規に道路が併用開

始となった後は、従来の県道は市町道として移管することとされております。それにより、この生稲上田井線は県道炭所西善通寺

線の一部を町道として認定するものであります。

議案第５号の変更は、町道照井中筋線について土地改良事業により道路を改修する計画であり、事業採択申請を行うために、区

間変更を行い変更後の延長は１９３．４ｍ短縮し１２４．２ｍとするものであります。

議案第６号の廃止は、町道久保線、及び、照井中筋線支線の２路線ともに、土地改良事業により道路を改修する計画であり、事

業採択申請を行うために、町道を廃止するものであります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

これをもって提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより、議案第４号から議案第６号までの３議案に対しての質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なし）

これをもって質疑を終了いたします。

ただ今議題となっております議案第４号、第５号、第６号の３議案は建設経済常任委員会に付託いたします。

日程第２６ 議案第７号 平成１９年度まんのう町一般会計補正予算（案）を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。町長 栗田隆義君

ただいま上程されました、議案第７号平成１９年度まんのう町一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。

１ページをお開きください。
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町長 第１条で歳入歳出それぞれ１憶５２５４万８千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ８９億５１２４万１千円に、第２条で地

方債を定めております。

３ページをお開きください。

歳入につきましては、第１款町税、第１項町民税で４１６５万円の減額をいたしております。これにつきましては、本年度の個

人住民税は、税源移譲に伴う変動要素が大きく、課税を行った結果当初予想より大幅な減額に伴い減額補正を行っております。

第９款地方特例交付金から第１５款県支出金までは、現時点で額が確定したことにより、補正を行っております。

第１８款繰入金は、１８年度繰越額や地方交付税等が確定したことにより、財政調整基金の減額補正等を行っております。

第１９款繰越金は、補正に伴う財源の補正を行っております。

第２１款町債は、現時点での事業や、１８年度繰越額や地方交付税等が確定したことにより減額補正を行っております。

４ページをお開きください。

歳出につきましては、各費目を通じて人件費関係では、職員の４月異動によりそれぞれ増減を行っておりますが総額の増減はあ

りません。臨時職員の賃金等では、産休、育児休暇、県職員の減、０歳児保育等の増、などによりまして増額いたしております。

第１款総務費では、総務管理費で情報基盤整備事業により実施する小中学校で整備するパソコンの統合教育システムの購入費２８

００万円、徴税費で固定資産評価標準地鑑定業務の追加７９２万８千円、等を計上いたしております。

第３款民生費では、老人福祉管理費で香川県後期高齢者医療連合費として、中讃広域行政事務組合負担金８６６万円を追加し、障

害者福祉管理費で、扶助費等の追加や前年度事業の返還金の確定に伴う費用６１２万４千円等を計上いたしております。

第６款農林水産業費では、アスベスト飛散関連の基準の変更により満濃農村環境改善センターの機械室の修繕工事費８７１万５千

円等を計上いたしております。

第８款土木費では、町道修繕費や県費補助の追加等により、道路橋梁維持費２０４３万３千円、道路橋梁新設改良費、２７００万

円、急傾斜地崩壊防止対策費１７９１万円等を計上いたしております。

第１０款教育費では、人件費関係以外で満濃中学校の体育館の体力度検査１５０万円を計上いたしております。

５ページをお開きください。

地方債の補正では、事業の確定や繰越額の確定等により１億７９０万円の減額補正を行うものであります。

以上、概要説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

これをもって提案理由及びその内容の説明を終わります。
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副議長

谷森議員

副議長

町長

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。

２１番 谷森哲雄君

歳入と歳出いずれにもあるわけですが、いわゆる後期高齢者医療制度の広域連合の関係ですが、これは国の制度でやむを得ない

かとは思いますが、現実の問題といたしまして寝たきりのお年寄りであろうが、あるいはまた収入がない、そして国保あるいは社

会保険の扶養家族に入って、現在おられます７５才以上のお年寄りは全部その被用者保険とか扶養者から脱退していただきまして

後期高齢者の医療制度の保険に入るということは、いわゆる年金暮らし、あるいは寝たきり、あるいは無収入とか、こういうお年

寄りから保険料を取ると、こういうのが実態であるわけですがこうゆうような実態に対して本当に一番住民の暮らしの末端を預か

っておる、それぞれの自治体、特にまんのう町といたしましてそしてまた、栗田町長といたしましてはこの実態に対してどういう

お考えを持っておるのか、やはり私は本当にお年寄りの暮らしを守るのが末端の一番の自治体の責務ではなかろうかと、まあそう

いうことで国の制度で確か減額制度があるやに聞いたんですが、香川県の広域の連合会の中でそういうことをきちんと話していた

だきたいということです。このことについて、まず第１点お尋ねいたします。それから２つ目といたしまして、備品購入費で２，

８００万１８ページですがシステムソフト購入代と、これはメーカーの方へ委託するのか思うんですが、それからいわゆる河川占

用更新用図面委託料とか建設工事関連委託料とか、これはこういうことなんですが建設課においては、先般ですかいろんなソフト

を買うたことを聞いておりますが、こういうような、前にも聞いたんですがやはりきちんと皆さんで利用するような力をつけて、

できるだけ委託しないで自前でやると、これが非常に大事ではないかと思います。それからもう一つはまんのう町の農改センター

の改善事業費いうことで９，０４２，０００円と、これはいわゆる新しく栗田町長が取り入れるお考えのいわゆるイーウエルネス

システム導入ための補正予算ですか。それからついでにお尋ねいたしますが、３月議会か、統合型ＧＩＳシステム業務委託料費で

２億円か予算があったわけですが、この分は今、現に使われておるのかどうか、そしてまたこの時にお尋ねすれば良かったんです

が、いわゆる個別型はそれぞれ処分してしまって統合型にしてしまったのか、この点をお尋ねしたいと思います。以上です。

 町長 栗田隆義君

谷森議員さんの質問にお答えします。まず第１点目の後期高齢者医療制度が来年度から実施されるということでありますが、谷

森議員さん指摘のように本当に弱者の方に、また大きな負担がかかるということでございますが、あくまで国の方の方針でそうい

うことになりましたので、この事業につきましては広域で県全体で取組んでおりますのでそういった人の救済措置もいろいろ県と

して一緒になって考えてまいりたいとこのように思っております。またいろいろ機械器具等を購入して今回の補正させていただい

ておりましたが、自分たちでやろうという意味を込めてそういった機械を買うておりますので十分勉強して、利活用してまいりた
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町長

副議長

総務課長

副議長

谷森議員

副議長

企画政策課長

副議長

本屋敷議員

副議長

いと思います。それと３点目の農改センターのアスベストの除去工事でありますが、これはアスベストの基準が新しく変わりまし

て、今まではいけたんですが、この新しい制度になって測定をしますと基準値以上になっておりましたので急遽お願いをしてアス

ベストの除去工事をするという意味での工事費の補正予算でありまして、今回行いますイーウエルネスシステムとは全く関係がご

ざいません。もう１点の質問にたいしましては、担当者の方よりお答えさせていただきたいと思います。

総務課長 栗田義郎君

ただ今の質問で１８ページの備品購入２，８００万という部分につきましては、これは各小中学校にある分をですね、これまで

リース契約でやっておりました。これをより有利な方ということでですね、これまででしたら教育委員会の中の費用につけるべき

ものですけれども、まあ今回情報基盤の方へ入れさせていただきまして、より有利な方の方へできるだけ進めて行きたいというこ

とで今回２，８００万ほどの予算を計上させていただいております。それとそれ以外の分については、基本的には町長が申したと

おりでありますし、農改センターの分につきましては、今までは０．１％以下という分が１％以下という分が０．１ということで

ですね、法改正がありましてそれで今回農改センターの機械室の部分を修繕をするというような予算でございます。以上でござい

ます。

２１番 谷森哲雄君

一つお尋ねしたいんですけど、いわゆる今回の予算とは関係ないかと思うんですが、いわゆる３月議会で統合型のＧＩＳシステ

ムいうんですか、これ相当高い分の業務委託料をしとんですがこれは今現在すでに利用いうんですか稼動いうんですか、しておる

んですかお尋ねいたします。

齋部正典君

谷森議員さんのご質問にお答えいたします。統合型のＧＩＳの件につきましては、本年度中に事業を終了するようになりますが

今すべてのですね、データを集積して一つにまとめ上げてる最中でございます。これが完成しだいにですね、ＧＩＳとしての機能

が発揮できると思っております。よろしくお願い申し上げます。

他に質疑はありませんか。

３番 本屋敷君

１８ページのですね、今のシステムソフト購入代２，８００万学校関係ということでしたけれども、学校関係の方でですね、教

育費の方から２，８００万に相当するものが減額されていない理由だけ教えていただいたらと思います。

加見重照君
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教育次長

副議長

大西豊議員

副議長

大西豊議員

副議長

大西豊議員

本屋敷議員さんのご質問にお答えします。教育費の方ではリース料では計上してございましたが、今回は総務省の情報基盤整備

の方で新たにそういう買取の方が有利ということでございますので総務費の方で計上さして新たに計上さしていただいてござい

ます。リース料は月ごとの小額でございますのであんまり目立ちませんが、今現在あの小中学校にあるものをパソコンを更新する

ものと、改めまして４０人学級ですので最低でも４０台は１学年に入れないかんのではないかということで、その学校、学校の最

大数値の今回購入予定にしてございます。

他にありませんか。

１７番 大西豊君

あの、それこそ説明が私だけ十分でなかったかどうかしゃんけど、補正予算についてちょっと先ほど質問したことに対していろ

いろ議員の皆さんからも指摘されましたけれども、この先ほど委員長報告にありましたけど、おそらく政策の転換か予算以上にい

ったから委員会で説明されたと思うんです。そういうことについて、その点について、議長お願いします。僕わからないから聞い

とりますので毎回僕が発言しよったらいつも私語がでよんですよ。いっぺん注意をしてください。毎回ですので。私だけでないで

すよ、他の議員も指摘しよんですよ。

ちょっとこの予算に入っている分でお願いします。

ちょっと待ってください。聞っきょんですよ。まだ質問終わってないですよ。先ほどいった分について私あの、これ本会議で執

行者と対等の場で質問しよる中において、私以外の複数の方の発言の中で私語が個人的に威嚇するような私語がおおいですよ。そ

れは皆が認めるとこなんですよ。と思いますよ。そういうことについて議長は議会運営上注意してください。

（議長、ちょっとまちまい。）

私語は謹んでください。

（異議あり。異議あり。あなたね、本会議の場でネクタイしてないのはどういうことどういうことですか。ちゃんとしてから言

いなさい。）（なにいよんなあ。自分が言いたいのなら手をあげていうてください。）（退場、退場、ネクタイしとらんで。）

今ちょっとしよりますんで。

（ゆう資格ないが。人が笑うが。）

先ほど、委員長報告の中で補正予算について、資料も何もついてないのでわかりませんので、それとまた町長の方からも詳しく

説明がなかったので支所の補正についておそらく予算計上の時点と大幅に事業が変わったとか、そういうのがあると思うんです。

あの、他の議員はわかるかもわかりませんけど、私わかりませんので各支所の補正について詳しくお知らせいただきたい。それ
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大西豊議員

副議長

琴南支所長

副議長

仲南支所長

と委員長の報告の中で公共のバスいうんか、ふれあいバスいうんか利用者が多かったいうことを、私もスクールバスとか、ふれあ

いバスとか、巡回バスとか、社会福祉協議会のバスとか、わかりませんのでわかりやすく例えば支所だけのそういう運行バスの増

になって費用が増えたものか、満濃、琴南地区、仲南地区ありますので合わせて判断しやすいようにご説明を議長お願いします。

僕はそのことをいよんです。僕は議長に許可をいただいて他の方は知っとるかもわかりませんが、わからないから聞っきょるわけ

です。特に交通対策の問題につきましては、議員も皆研修にいたことでありますし私は、私の考えを持っておりますので私は私個

人の意見ではありません。私は直接選挙で選んでいただいた方、また間接に選んでいただいた方の町民の声を代弁しょんですから。

そこだけは忘れないで下さい。よろしくお願いします。

（議長、言うてかまんかい。）

ちょっと待ってください。答弁を。

（答弁せないかんの。）

宮地隆君

大西豊議員さんのご質問にお答えさせていただきたいと思います。琴南支所におきましては、大型バスの交流バス事業というこ

とで取組んでいるところでございます。そのバスの利用状況でございますけれども７月末現在におきまして昨年度と比較しますと

３７件の増となってございます。これの主な用件でございますけれども、主な用件につきましては小学校あるいは中学校特にまあ

中学校のクラブ活動等々の事業の増等でございます。琴南の大型バスの事業につきましては、すべて公の事業につきましては全額

免除ということで本年度よりさしていただいとるところでございます。昨年までにつきましては、半額免除等々でしておりました

こともありますけれども、今年度は全額免除いうようなことで実施しております。そういったことからかもわかりませんけども、

中学校、小学校の利用度が非常に高まってきたということでございます。そういった中で当然高まりますと運転手の賃金等も増に

なってこようかなというふうに考えておるわけでござます。本来であればもう少し様子を見てというようなことも考えたわけでご

ざいますけれども、１２月補正の段階に間にあわない時に支出がしがたいということを考えまして、今回の９月補正でお願いしよ

うということになったわけでございますので、ご理解を賜りたいというふうに思うわけでございます。

 藤保秀一君

 （委員会付託になっとることやろが、何考えとんや。）

大西議員さんの質問にお答えいたします。先ほどの琴南支所と同じですけど仲南支所におきましてもですね、バス関係で仲南地

区関係ではですね、福祉バスとして温泉へですね送迎しているバスと、それとふれあいバスということで町内を巡回してるバスが
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仲南支所長

副議長

藤田議員

副議長

藤田議員

副議長

大西豊議員

ございます。それと先ほど申しました琴南支所と同じでございますけど貸し出しバスですね、してございます。今回補正をお願い

いたしますのは、貸切バスのですね、貸し出しの件数が非常に多くなっていることでですね、その分のシルバーセンターの方へで

すね委託する賃金をですね、補正させていただいてございます。具体的に申しますと昨年は、公的な分については半額免除また全

額免除ございましたが、今年につきましては公的なものについては同じ会計の中でやり取りすることでありますので原則ですね、

公的なものについては全額免除するということで、そういう関係で学校関係、クラブ関係が非常に多くなってございます。件数が

昨年は４月から８月までの件数が１５件であったものが、本年度は６６件と非常に大きくなってございます。そういうことで今回

補正をお願いしたいものでございますのでよろしくお願いします。

 （議長、議運で・・・）（議長なんですか。）

いや、これはなあ、ちょっと委員会付託となっておりますので詳細は、

議長の議事進行についての意見。

はい

大変、末武副議長についてはですね、山西議長欠席のあとご苦労なされておるんで敬意を表するんでありますが、議場にふさわ

しくない服装で入場している方については、ぜひ注意をしていただきたい。そしてですね、ルールに基づかない発言についてはで

すね、議長権限で遮って結構ですからやっぱりそれは議運がスムーズに行くようなことをやっていただきたいと思います。もう一

つ質問内容でありますけれども、執行部が答弁に困るような質問、質問は明確に意図をつけてやるべきでないかと私は思いますの

でそういった意味ではですね、委員長見解の答弁については委員長の報告した分についての答弁だということを冒頭に言ったでし

ょ。それやのにまたちがうことをいうんですよね、わざわざ琴南支所長と仲南支所長がいっているでしょ。それはそれで別個の枠

だと思うんです。それと勉強不足、勉強不足いうんやったらですね、もっと勉強してはっきりゆうてくれて、議事進行を明確にし

ていただきたい。議長によろしくお願いします。以上です。

はい、わかりました。

はい、大西豊君

あの、議長にお願いしたいことは私が一つの案件について質問しよることについては継続して規定にのっとってやってくださ

い。執行者がきちんと説明してくれとけば私も質問しなくていいんですよ。きちんと質問、説明してくれてないからお願いしよる

ことです。（議事進行）今、聞っきょたら支所長権限でおそらくしたから支所長がしたと思うんです。これは通常であれば教育委

員会関係だと思うんですけど、教育長にお伺いします。これ、（関係ないやないか）
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副議長

大西豊議員

副議長

総務委員長

副議長

総務委員長

副議長

ちょっと、この件はね、あの

関連します。補正がきとるから関係関連しますよ。（関連て何）満濃地区においてはこの小学生、中学生についてはバスの運行

はしとんですか、してないんですか。あのやはり僕ちょっとおかしいと思うんですよ。これ教育関係であるのにあの、前回の時に

支所長権限が５０万であるとか、５００万であるとかいうことで本来ならこれ教育長が答弁する問題だと思います。教育長にそこ

らへんについて３つの地区についてのこの小学生、中学生の助成についてお伺いします。

ちょっとこれね、補正に関する質疑でございますので、

（関連しとんです。）（補正で組んどんやろが）（議長、補正で組んどんやろが。）

あの、ちょっとねえ、あの、これは一応補正に対する議案のことでやっておりますので補正に対してお願いして、

（議長、関連しとんでしょ、小学生、中学生の公の子供の・・・関連して聞とん当然のことでしょ。）

１６番 三好勝利君

これは総務委員会の管轄でありますので、まあ昨日、今日だといったら失礼ですけど２０年も議員しとんならこれぐらいことは

わかってもらわなんだら、私恥ずかしいんです。これ委員会に付託された案件ですから、まだ委員会を開いてないんですから。た

だこれは閉会中の審議の分の過程でこういう問題があって、これから委員会に付託されて審議するというのを今やってもろたら、

我々委員会する必要がないがな。実際に。実際にそうでしょうが。そうやがな。全員に聞いてもろてみな。いつまでも、こななこ

とで時間が無駄でうだうだいうて、今度終わってあとで委員会審議やって、あとの疑問の点になったらこれわかります。今から委

員会審議に入る。これ審議やる必要がないがな。こななん、支所長も答えんでええんじゃ、ちゃんと。

（議案に対して質問しよんのに何いよんかな。）

 議案に対してでないがな。前後、まちごうてしもとんや。

（まちごうてない。）

これぐらいは議員で座っとんなら覚えてもらわな人に笑われるで。ふが悪い。前むいて行こう。

 はい、ちょっと言葉を謹んでください。

 ぐたぐた、ふが悪いことをいよんや。ほんま。

 （議長ええぞ、・・・）

他に質疑ありませんか。

（なし）
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日程第２７

日程第２８

副議長

町長

副議長

高尾議員

これをもって質疑を終了いたします。

ただ今議題となっております議案第７号は、総務常任委員会に付託いたします。

 日程第２７ 議案第８号 平成１９年度まんのう町 国民健康保険特別会計補正予算（案）を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。町長 栗田隆義君

 ただいま上程されました、議案第８号平成１９年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算案（案）につきましてご説明申し

上げます。２９ページをお開きください。

第１条で、歳入歳出それぞれ２２７９万８千円を追加し、歳入歳出総額をそれぞれ２２億５１２３万３千円とするものでありま

す。３３ページをお開きください。

歳入では、第３款国庫支出金から第５款県支出金までは、現時点での事業確定に伴う補正であり、繰越金は、歳出に伴う費用を

計上いたしております。３４ページをお開きください。

歳出では、後期高齢者医療制度創設準備事業費負担金、保険給付費、老人保健拠出金、保険事業費と、１８年度確定による償還

金をそれぞれ計上いたしております。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

これをもって提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なし）

これをもって質疑を終了いたします。

ただ今議題となっております議案第８号は、教育民生常任委員会に付託いたします。

 日程第２８ 意見書第１号 公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書（案）を議題といたします。

提出者から、提案理由の説明を求めます。まんのう町議会議員 高尾幸男君

意見書第１号についての提案理由説明を行います。まず意見書を朗読させていただきます。 

公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書（案）、上記の議案を別紙のとおり、まんのう町議会会議

規則第１４条の規定により提出します。平成１９年９月１４日 まんのう町議会議長 山西毅殿。提出者 まんのう町議会議員、

高尾幸男、賛成者 まんのう町議会議員、藤田昌大、賛成者 まんのう町議会議員、三好勝利。意見書提出理由。 

本意見書案の趣旨は、建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技能労働者の育成を図

るため、公共工事における建設労働者の適正な賃金と労働条件の確保を図るよう、また「公共工事の入札及び契約の適正化の促進
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高尾議員

副議長

藤田議員

副議長

藤田議員

に関する法律」の付帯決議事項の実効ある施策を実施するよう政府並びに国会に対し強く求めるものであります。 

なお、意見書本文の内容につきましては、お手元に配布のとおりであり、長文でありますので朗読を省略させていただきますが、

地方自治法第 99 条の規定により、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣、総務大臣に提出する

ものであります。どうぞよろしくご審議のほどお願いしてご決議を賜ります。以上であります。

これをもって提案理由及びその内容の説明を終わります。

これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なし）

これをもって質疑を終了いたします。

ただ今議題となっております意見書第１号は、建設経済常任委員会に付託いたします。

以上で本日の日程は全部終了しました。

なお、次回会議の再開は９月１８日午前９時３０分といたします。本議場にご参集願います。

閉会前に確認しときたい。いいですか。

はい

閉会前に確認しときます。服装についてであります。これ議員の倫理に関するもんでありますからきちんとしていただきたい。

これ確認しときましょう。クールビズについてはですね、委員会まではクールビズでいきましょう。ただし、本会議はですね、

最高の町の機関でありますのできちっとやりましょうということで決定したと私は思ってます。そして前回のですね、本会議にも

私は事務局を通じて注意をしていただいたと思うんですが、事務局、とるんですか。ノーネクタイに対して僕は注意して昼から着

用してきたはずなんです。そのことをですね、まったく無視してやる。このことについては非常に動議ものでしょう。はっきりい

や。それを無視、あたたかくですね、議長が認めてやっておるのにそれに対していうことについては、やっぱりきちっとここでし

ときましょう。そしてノーネクタイについては本会議場には入らないと。いうことはですね、議長がちゃんと議長権限でやるべき

なんです。当然、気がついたら。それをせんとやっとって議長を混乱さす。これどういうことですかいったい。僕はそれをきちっ

とやっぱりこの中ではですね、あの理事者側、議員それぞれが自覚してやっていただきたいと。僕もいやいやでネクタイをするの

が好きでありませんけども、ね、選ばれた以上、ちゃんと住民の付託に答えるために一生懸命やってるつもりです。ただそれがで

すね、直接や間接や、これ直接選ばれとんです、間接的に選ばれてませんよ。議長は間接的ですけどね、まあ、そういった部分で

はきちっと文言をわきまえて、発言をしていただきたい。そういうことをお願いしてですね、本会議の閉会にあたってちょっと
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藤田議員

副議長

谷森議員

副議長

谷森議員

副議長

閉   会

議員の皆さんと理事者側に確認をしておきたいと思います。以上であります。良心的にやりましょう。

それでは、次からきちっと服装と記章ときちっとしてください。

２１番 谷森哲雄君

私はあの、服装においてはネクタイをしていなければならないということは聞いたことがないし、そういうことはないと思いま

す。

これは聞いております。

そうですか。

はい。それでは次からよろしくお願いいたします。

以上で本日の日程全部終了しました。

なお、次回会議の再開は９月１８日午前９時３０分といたします。本議場にご参集願います。

本日はこれで散会いたします。

閉  会  １４時３分
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  地方自治法第１２３条第３項の規定により署名する。

    平成１９年９月１４日

          まんのう町議会副議長

          まんのう町議会議員

          まんのう町議会議員
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